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１．事業者の名称及び所在地 

国土交通省 近畿地方整備局 

代表者 近畿地方整備局長 齋藤 博之 大阪市中央区大手前三丁目１番４１号 

大阪市 

代表者 大阪市長  横山 英幸  大阪市北区中之島一丁目３番２０号 

大阪湾広域臨海環境整備センター 

代表者 理 事 長  服部 洋平  大阪市北区中之島二丁目２番２号 

 

２．対象事業の名称 

大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業 

 

３．事後調査の項目 

令和 6 年度は埋立事業を実施しており、「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事

業に係る事後調査計画」に基づいて、表 3-1 に示す環境項目を調査対象とし、各項目における調査

地点を図 3-1 に示した。 

 

 

表 3-1 事後調査計画における調査内容 

※1 大気質については、大阪市環境局所管の一般環境測定局（「南港中央公園局」）での測定結果を用いる。 

※2 浚渫土砂等受入期間中ではないため、調査を実施していない。 

※3 浚渫工事中ではないため、調査は実施していない。 

※4 3 年毎に実施のため令和 6 年度は調査を実施していない。(次回調査は令和 7 年度に実施) 

  

環 境 項 目 
護岸 

建設工事中 

段階施工護岸概成時 

最終護岸概成時 
埋立中 本報告書 

大気質（※1） ○ － ○ 6.1 章 

海水の流れ － ○ － － 

水質 

一般項目 ○ － ○ 6.2 章 

護岸建設工事中の濁り等監視 ○ － － － 

埋立中の濁り等監視（廃棄物処分場周辺） － － ○ 6.3 章～6.5 章 

埋立中の濁り等監視（浚渫土砂等処分場放流水） － － ○    －(※2） 

埋立中の濁り等監視（浚渫区域周辺） － － ○       －(※3） 

底質 ○ － ○ 6.6 章 

騒音・低周波音 ○ － ○ 6.7 章 

悪臭 － － ○ 6.8 章 

陸域生態系（鳥類） ○ － ○       －(※4） 

海域生態系 ○ ○ － － 

貧酸素 ○ ○ － － 

廃棄物搬入施設周辺における調査（大気質、騒音、振動、交通

量、悪臭） 
－ － ○ 7 章 
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図 3-1 事後調査計画における調査地点 

 

a 

 

b 

 

c 

 

 d 

db 

大気質（南港中央公園局）：○  ･･･（6.1 章） 
水質（周辺海域（一般項目））：●1～5 ･･･（6.2 章） 

放流水：△  内水：◆  ･･･（6.3 章） 
水質（護岸外周（護岸から 30ｍ））：●19～21 ･･･（6.4 章） 
水質（廃棄物処分場周辺（護岸から 500ｍ））：●13～18･･･（6.5 章） 

底質（周辺海域及び廃棄物処分場周辺）：●2～5、15 ･･･（6.6 章） 
騒音・低周波音（大阪南港野鳥園）：■ ･･･（6.7 章） 
悪臭（大阪南港野鳥園）：■ ･･･（6.8 章） 

陸域生態系（鳥類）：●a～ｄ 令和 6年度は調査を実施していない 
◇ 環境基準点 
 

※廃棄物搬入施設周辺における調査地点図については第７章に記載 
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4. 対象事業の実施状況 

4.1  廃棄物等の埋立の実施状況 

令和 6 年度における大阪沖埋立処分場に係る各積出基地での廃棄物の受入れ状況、及び大阪沖

埋立処分場における埋立処分量は、表 4-1 に示すとおりである。 

大阪沖処分場では、各積出基地に搬入された廃棄物（大阪基地：217,947.7t、堺基地：242,360.7t、

和歌山基地：114,021.6t、大阪沖処分場（直接投入：購入資材等）197,306.0t）の合計 771,636.0t

について埋立処分を行った。 

 

表 4-1 積出基地別、廃棄物種類別の受入状況（令和 6年度） 

 

 

  

単位：ｔ

 １　一　般　廃　棄　物 114,520.2 156,623.5 23,087.4 0.0 － 294,231.1 4,925,945.1

 ２　産　業　廃　棄　物 75,692.3 84,292.6 90,934.2 0.0 － 250,919.1 4,779,796.1

 ①上水汚泥 1,178.4 2,931.6 6,458.1 0.0 － 10,568.1 298,244.1

 ②下水汚泥 3,270.7 16,574.8 618.0 0.0 － 20,463.5 374,922.5

 ③燃え殻 2,090.2 1,712.2 249.1 0.0 － 4,051.5 301,996.5

 ④汚泥（①，②を除く） 14,785.3 59,048.2 280.3 0.0 － 74,113.8 1,555,099.8

 ⑤鉱さい 7,516.7 3,142.1 53,734.1 0.0 － 64,392.9 1,352,893.9

 ⑥ばいじん 2,509.4 837.5 8,134.6 0.0 － 11,481.5 173,245.5

 ⑦廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・ｺﾞﾑくず 1,632.4 0.0 6.1 0.0 － 1,638.5 22,384.5

 ⑧金属くず 10.2 0.0 49.5 0.0 － 59.7 448.7

 ⑨ｶﾞﾗｽ陶磁器くず 5,589.2 0.0 3,583.5 0.0 － 9,172.7 119,161.7

 ⑩がれき類 34,894.3 0.0 17,820.9 0.0 － 52,715.2 473,196.2

 ⑪その他 2,215.5 46.2 0.0 0.0 － 2,261.7 108,202.7

 ３　陸上残土 27,735.2 1,444.6 0.0 12,647.2 197,306.0 226,485.8 1,722,288.8

 ４　浚渫土砂 － － － － － － 0.0

 　　　合　  　  　計 217,947.7 242,360.7 114,021.6 12,647.2 197,306.0 771,636.0 11,428,030.0

大阪沖処分場
埋立処分量

大阪沖処分場累計

（H21年10月～

  R7年3月）

廃棄物の種類 大阪基地 堺基地 和歌山基地
泉大津基地
(参考）

大阪沖処分場
直接投入
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埋立処分された廃棄物の構成割合は図 4-1 (1) に示すとおりであり、一般廃棄物が 38.1％（約

29 万ｔ）と最も多く、次いで産業廃棄物が 32.5％（約 25 万ｔ）、陸上残土 29.4％（約 23 万ｔ）

であった。また、産業廃棄物の内訳は、汚泥が 41.9％、鉱さいが 25.7％、燃え殻が 1.6％、がれ

き類が 21.0％、その他が 9.8％であった。 

 

図 4-1(1) 埋立処分された廃棄物の構成割合 （令和 6年度） 

 

埋立開始から令和 6 年度までの埋立処分された廃棄物の構成割合は図 4-1 (2) に示すとおりで

あり、一般廃棄物が 43.1％と最も多く、次いで産業廃棄物が 41.8％、陸上残土が 15.0％であっ

た。また、産業廃棄物の内訳は、汚泥が 46.6％、鉱さいが 28.3％、燃え殻が 6.3％、がれき類が

9.9％、その他が 8.9％であった。廃棄物の種類別埋立量の推移（埋立開始から令和 6 年度まで）

は図 4-2 に示すとおりである。 

 

図 4-1(2) 埋立処分された廃棄物の構成割合（埋立開始から令和 6年度まで） 
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図 4-2 廃棄物の種類別埋立量の推移（埋立開始から令和 6年度まで） 
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令和 6 年度の埋立状況は、図 4-3のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 埋立状況 （上：埋立施工実績、下：令和 6年度末大阪沖埋立処分場航空写真） 

 

埋立量（㎥） 進捗率（％） 

8,108,933.7 58.0 
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 令和 6 年度においては、護岸の建設工事は実施されておらず、既成護岸の状況は図 4-4 のとお

りである。 

 

 

図 4-4 既成護岸の状況 
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5. 環境保全対策の実施状況 

令和 6年度における環境保全対策の実施状況は、表 5-1に示すとおりである。 

 

表 5-1 環境保全対策の実施状況（令和 6年度） 

区

分 
環境項目 環境保全対策 実施状況 

埋 

立 

中 

大気質、騒

音・低周波音、

悪臭 

・低公害施工機械の導入、建

設機械等の点検整備 

・周辺環境や大気環境への影響を低減する
ため、可能な限り低公害の施工機械を導入
している。 

・埋立地内通路の清掃、散水 

・埋立作業面の覆土、散水 

・陸上部の埋立の際には、埋立作業面の覆
土、散水を励行するなどの対策を実施して
いる。 

・埋立用材の海上輸送 
・埋立用材の運搬にあたっては、海上輸送
により行っている。 

水質 ・排水処理 

・窒素低減装置を稼働させており、全窒素
濃度が管理目標値に近づくと還流運転に
自動で切り替える等、排水処理施設で適切
に処理した後に放流しており、管理目標値
を遵守している。 

廃

棄

物

搬

入

施

設 

大気質、 

騒音・振動、 

悪臭 

・廃棄物の受入基準及び検査、

監視体制 

・受入基準は、環境の保全、廃棄物の減量
化等の施策の推進等を考慮して定め、目視
検査や必要に応じて簡易検査・展開検査・
化学分析などを行っている。また、周辺環
境への影響を低減するため、著しく悪臭を
発するものは受け入れない。 

・廃棄物の積み替え、輸送時

の飛散、流出防止 

・投入ステージ床下からバージ船倉の周囲
に拡散防止シートを巡らして廃棄物が海
上に飛散するのを防ぐとともに、集じん機
を設け、発生した粉じんが大気中に拡散す
るのを防止している。また、船舶上では、
荷台を飛散防止シートで覆い、廃棄物の落
下を防いでいる。 
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6. 調査結果（埋立地周辺における調査） 

事業の実施に伴う環境影響の程度の把握については、基本的に事後調査結果を環境基準値や事業実

施前調査結果、または「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖処分場建設事業に係る環境影響評価書」

（大阪市、大阪湾広域臨海環境整備センター、平成 11 年 12 月）（以下「評価書」という。）に記載

されている予測結果等と比較することにより検討を行った。令和 6 年度の調査結果は、次のとおりで

ある。 

 

6.1 大気質（南港中央公園局） 

6.1.1 調査の実施状況 

「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画」に基づく令和 6 年度

の事後調査（大気質）の実施状況を表 6.1-1 に示す。 

 

表 6.1-1 調査の実施状況（大気質） 

 

 

6.1.2 調査方法 

調査方法及び調査地点を表 6.1-2 及び図 6.1-1 に示す。 

 

表 6.1-2 調査（分析）方法（大気質） 

調査項目 調査（分析）方法 

二酸化硫黄 紫外線蛍光法 

窒素酸化物 オゾンを用いる化学発光法 

浮遊粒子状物質 β線吸収法 

風向・風速 光パルス式風車型風向風速計 
※ 大阪市環境局所管の一般環境大気測定局のデータを基に、大気質の把握を行う。 

  

調査範囲・地点 調査期間等 調査頻度

二酸化硫黄(SO2) １点（南港中央公園局） 令和6年4月1日～ 通年連続

窒素酸化物(NO2、NO) 令和7年3月31日

浮遊粒子状物質(SPM)

風向・風速

     センター、平成13 年）で計画されている調査頻度を記載している。

調査項目

注) 調査頻度は、大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画書（大阪市、大阪湾広域臨海環境整備
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図 6.1-1 調査地点（大気質（南港中央公園局）） 

 



6-1-3 

6.1.3 調査結果の概要 

 

【大気質（南港中央公園局）】 

○南港中央公園局における令和 6 年度の測定結果を表 6.1-3 に示す。 

 

・二酸化硫黄（SO2） 

年平均値は 0.003ppm であった。 

1 時間値の最高値が 0.034ppm、日平均値の最高値が 0.007ppm、日平均値の年間 2％除外値が

0.006ppm であり、環境基準（短期的評価及び長期的評価）を達成し、平成 28 年以降、概ね横ばいの

傾向で推移している。 

 

・二酸化窒素（NO2） 

年平均値は 0.017ppm であった。 

日平均値の年間 98％値が 0.038ppm であり、日平均値 0.04～0.06ppm 以下の基準に適合し、緩や

かに下降する傾向が令和 2 年度まで継続し、それ以降は横ばいの傾向で推移している。 

 

・浮遊粒子状物質（SPM） 

 年平均値は 0.013mg/m3であった。 

1 時間値の最高値が 0.082mg/m3、日平均の最高値が 0.048mg/m3、日平均値の年間 2％除外値が

0.034mg/m3であり、環境基準（短期的評価及び長期的評価）を達成し、下降する傾向が令和 3 年度ま

で継続し、それ以降は、概ね横ばいの傾向で推移している。 

 

○以上の監視結果から、事業による大気質への影響は小さいものと考えられる。 

 

表 6.1-3 調査結果の概要表（大気質（南港中央公園局）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）短期的評価は、1 時間値の 1 日平均値または各 1 時間値を環境基準と比較してその評価を行う。（二酸化窒素は長期

的評価のみ） 

  長期的評価は、日平均値の年間 2％除外値（年間 98％値）を環境基準と比較してその評価を行う。 

 

 

 

 

 

  

1時間値の
最高値

日平均値の
最高値

日平均値の
年間2％除外値

日平均値の
年間98％値

二酸化硫黄

（SO2）

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下
であり、かつ、1時間値が0.1ppm以
下であること。

ppm 0.034 0.007 0.006 － 0.003

二酸化窒素

（NO2）

1時間値の1日平均値が0.04ppmから
0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以
下であること。

ppm － 0.038 0.017

浮遊粒子状
物質

（SPM)

1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以
下であり、かつ、1時間値が

0.20mg/m3以下であること。

mg/m3 0.082 0.048 0.034 － 0.013

年平均値項　　目 環　境　基　準 単位

長期的評価短期的評価

－
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6.1.4 調査結果 

令和 6 年度の調査期間中において、大気質（二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）の環境基準

（短期的評価及び長期的評価）を達成していた。二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の年平均値

の経年変化を図 6.1-2 に示す。二酸化硫黄については、平成 28 年以降、概ね横ばいの傾向で推移してい

るが、基準値を大きく下回る水準であった。二酸化窒素については、緩やかに下降する傾向が令和 2 年

度まで継続し、それ以降は横ばいの傾向で推移している。浮遊粒子状物質については、下降する傾向が令

和 3 年度まで継続し、それ以降は、概ね横ばいの傾向で推移している。 

 

図 6.1-2 大気質（二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）の経年変化 

【二酸化硫黄】

【二酸化窒素】

【浮遊粒子状物質】

注）平成13年度は平成13年11月～平成14年3月の平均値
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6.2 水質（周辺海域（一般項目：調査地点 1～5）） 

6.2.1 調査の実施状況 

「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画」に基づく令和 6 年度

の事後調査（水質（周辺海域（一般項目：調査地点１～５）））の実施状況を表 6.2-1 に示す。 

 

表 6.2-1 調査の実施状況（水質（周辺海域（一般項目：調査地点 1～5））） 

 

 

6.2.2 調査方法 

調査方法及び調査地点を表 6.2-2 及び図 6.2-1 に示す。 

 

表 6.2-2 調査（分析）方法（水質（周辺海域（一般項目：調査地点 1～5））） 

調査項目 調査（分析）方法 

水素イオン濃度（pH） JIS K 0102 12.1 

化学的酸素要求量（COD） JIS K 0102 17 

溶存酸素量（DO） JIS K 0102 32 

全窒素（T-N） JIS K 0102 45 

全燐（T-P） JIS K 0102 46.3 

透明度 海洋観測指針（第 1部） 3.2 

水温 JIS K 0102 7.2 

塩分 海洋観測指針（第 1部） 5.3 

濁度 JIS K 0101 9.4 

浮遊物質量（SS） 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 9 

不揮発性浮遊物質量（FSS） JIS K 0102 14.4 

クロロフィル a 海洋観測指針（第 1部） 6.3 

 

  

調査範囲・地点 調査期間等 調査頻度

●生活環境項目 ５点×２層 令和6年 １回／月

水素イオン濃度(pH) 【１，２，３，４，５】 4月17日、5月14日、

化学的酸素要求量(COD) 　上層：海面下１ｍ 6月12日、7月25日、

溶存酸素量(DO) 　下層：海底面上２ｍ 8月8日、9月10日、

全窒素(T-N) 10月10日、11月21日、

全燐(T-P) 12月10日

●その他の項目 令和7年

透明度 1月23日、2月20日、

水温 3月5日

塩分

濁度

浮遊物質量(SS)

クロロフィルa

     センター、平成13 年）で計画されている調査頻度を記載している。

調査項目

注) 調査頻度は、大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画書（大阪市、大阪湾広域臨海環境整備
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図 6.2-1 調査地点（水質（周辺海域（一般項目：調査地点 1～5））） 
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6.2.3 調査結果の概要 

 

【水質（周辺海域（一般項目：調査地点 1～5））】 

○事業地周辺の海域 5 地点 2 層で毎月 1 回実施した生活環境項目の調査結果を示す。 

 

・水素イオン濃度（pH） 

 上層で 8.0～8.7、下層で 7.8～8.4 の範囲で、事業実施前調査結果（上層で 7.7～8.6、下層で 7.8～8.3）と比較する

と、上層が 7 月に調査地点 1、下層が 2 月に調査地点 1 で調査結果の最大値を上回っていた。しかしながら、7 月の本

調査と同一日に調査が実施された周辺環境基準点においても、広範囲にわたって環境基準値を上回っていた。また、2

月の調査地点 1 の下層は、上層と下層の水温差が小さく、かつ上層および下層ともに溶存酸素量（DO）が高かったこ

とから、水温躍層が崩壊し、上層と下層の海水が混合したと推察された。以上のことから、本事業による影響は非常に

小さいと考えられる。環境基準値と比較した場合、上層で 60％、下層で 98％の適合率であった。周辺環境基準点と同

程度で、平成 12 年度以降概ね横ばいの傾向を示している。 

・化学的酸素要求量（COD） 

 上層で 1.6～8.0mg/L、下層で 1.3～3.5mg/L の範囲で、事業実施前調査結果（上層で 1.6～4.9mg/L、下層で 1.2～

3.6mg/L）と比較すると、上層が 5 月に調査地点 1～3、8 月に調査地点 1、1 月に調査地点 1,3 及び 5 で調査結果の最

大値を上回っていた。8 月の調査地点 1 は、調査前々日（8/6）に大阪気象台で 33.0mm の降雨が観測されており、河

川から海域に流入する有機汚濁物質の影響による水質の悪化が推察された。一方、8 月以外の調査結果では、本調査と

同一日に調査が実施された周辺環境基準点においても、広範囲にわたって環境基準値を上回っていた。以上のことから、

本事業による影響は非常に小さいと考えられる。また、環境基準値と比較した場合、上層で 38％、下層で 98％の適合

率であった。周辺環境基準点と概ね同程度で、平成 12 年度以降概ね横ばいの傾向を示している。 

・溶存酸素量（DO） 

 上層で 5.4～12mg/L、下層で 2.0～12mg/L の範囲で、事業実施前調査結果（上層で 5.2～14mg/L、下層で 0.6～

11mg/L）の範囲内またはこれに近い値であった。環境基準値と比較した場合、上層で 100％、下層で 77％の適合率で

あった。周辺環境基準点と同程度で、平成 12 年度以降概ね横ばいの傾向を示している。 

・全窒素（T-N） 

 上層で 0.18～1.8mg/L、下層で 0.14～0.62mg/L の範囲で、事業実施前調査結果（上層で 0.46～2.1mg/L、下層で 0.29

～0.82mg/L）と比較すると、上層及び下層ともに最大値を下回っており、下層は最小値も下回る地点が多くみられた。

環境基準値と比較した場合、上層で 72％、下層で 97％の適合率であった。周辺環境基準点と概ね同程度で、平成 12 年

度以降概ね横ばいの傾向を示している。 

・全燐（T-P） 

上層で 0.034～0.18mg/L、下層で 0.029～0.15mg/L の範囲で、事業実施前調査結果（上層で 0.021～0.15mg/L、下

層で 0.020～0.25mg/L）と比較すると、上層が 1 月に調査地点 1 及び 5 で調査結果の最大値を上回っていた。しかしな

がら、本調査と同一日に調査が実施された周辺環境基準点においても、環境基準値を上回っていたことから、本事業に

よる影響は非常に小さいと考えられる。環境基準値と比較した場合、上層で 27％、下層で 70％の適合率であった。周

辺環境基準点と概ね同程度で、平成 12 年度以降概ね横ばいの傾向を示している。 

○以上の監視結果から、事業による周辺海域の水質への影響は小さいものと考えられる。 
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6.2.4 調査結果 

6.2.4.1 水素イオン濃度（pH） 

経月変化については、上層では 4～7、9、2 月、下層では 2 月に環境基準（7.8 以上 8.3 以下）の上限

値を上回る地点があった。また、上層では 7 月に調査地点 1、下層では 2 月に調査地点 1 で、事業実施前

調査結果（上層で 7.7～8.6、下層で 7.8～8.3）の最大値を上回っていた。しかしながら、7 月の本調査と

同一日に調査が実施された周辺環境基準点においても、広範囲にわたって環境基準値を上回っていた。ま

た、2 月の調査地点 1 の下層は、上層と下層の水温差が小さく、かつ上層および下層ともに溶存酸素量

（DO）が高かったことから、水温躍層が崩壊し、上層と下層の海水が混合したと推察された。以上のこ

とから、本事業による影響は非常に小さいと考えられる。事業実施前からの経年変化については、平成 12

年度以降、概ね横ばいの傾向であり、周辺環境基準点の経年変化と概ね同様の傾向を示した。（周辺環境

基準点の経年変化については 9 章を参照） 

 

 



6-2-6 

図 6.2-2(1)  経月変化（水素イオン濃度（pH）） 

 

 

 

図 6.2-2 (2)  経年変化（水素イオン濃度（pH）） 
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6.2.4.2 化学的酸素要求量（COD） 

経月変化については、上層では 4～10、1～2 月、下層では 6 月に環境基準値（3mg/L）を上回る地点

があった。また、上層では 5 月に調査地点 1～3、8 月に調査地点 1、1 月に調査地点 1,3 及び 5 で、事

業実施前調査結果（上層で 1.6～4.9mg/L、下層で 1.2～3.6mg/L）の最大値を上回っていたが、下層で

は最大値を上回る調査結果はなかった。本調査と同一日に実施された周辺環境基準点の調査において

も、広範囲にわたって環境基準値を上回っていたこと等から、本事業による影響は非常に小さいと考え

られる。また、周辺環境基準点の経月変化と概ね同様の傾向であり、濃度範囲も同程度であった。事業

実施前からの経年変化については、平成 12 年度以降、概ね横ばいの傾向であり、周辺環境基準点の経

年変化と概ね同様の傾向を示した。（周辺環境基準点の経年変化については 9 章を参照） 

 

 

図 6.2-3(1) 経月変化（化学的酸素要求量（COD））  
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図 6.2-3(2) 経年変化（化学的酸素要求量（COD））  
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6.2.4.3 溶存酸素量（DO） 

経月変化については、上層では年間を通して環境基準（5mg/L 以上）を満たしていた。一方、下層で

は 7～10 月に環境基準値を下回る地点があったが、事業実施前調査結果（下層で 0.6～11mg/L）の最小

値を下回る調査結果はなかった。また、周辺環境基準点の経月変化と概ね同様の傾向であり、濃度範囲

も同程度であった。事業実施前からの経年変化については、平成 12 年度以降、概ね横ばいの傾向であ

り、周辺環境基準点の経年変化と概ね同様の傾向を示した。（周辺環境基準点の経年変化については 9

章を参照） 

 

 

図 6.2-4(1)  経月変化（溶存酸素量（DO））  
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図 6.2-4(2) 経年変化（溶存酸素量（DO）） 
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6.2.4.4 全窒素（T-N） 

経月変化については、上層では 5～6、8、10～1 月、下層では 12～1 月に環境基準値（0.6mg/L）を上

回る地点があったが、事業実施前調査結果（上層で 0.46～2.1mg/L、下層で 0.29～0.82mg/L）の最大値

を上回る調査結果はなかった。また、周辺環境基準点の経月変化と概ね同様の傾向であり、濃度範囲も同

程度であった。事業実施前からの経年変化については、平成 12 年度以降、概ね横ばいの傾向であり、周

辺環境基準点の経年変化と概ね同様の傾向を示した。（周辺環境基準点の経年変化については 9章を参照） 

 

 

図 6.2-5(1)  経月変化（全窒素（T-N）） 
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図 6.2-5(2) 経年変化（全窒素（T-N）） 
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6.2.4.5 全燐（T-P） 

経月変化については、上層では 4～1、3 月、下層では 5～10、12～1 月に環境基準値（0.05mg/L）を

上回る地点があった。また、上層では 1 月に調査地点 1 及び 5 で、事業実施前調査結果（上層で 0.021

～0.15mg/L、下層で 0.020～0.25mg/L）の最大値を上回っていたが、下層では最大値を上回る調査結果

はなかった。本調査と同一日に実施された周辺環境基準点の調査においても、環境基準値を上回ってい

ることから、本事業による影響は非常に小さいと考えられる。また、周辺環境基準点の経月変化と概ね

同様の傾向であり、濃度範囲も同程度であった。事業実施前からの経年変化については、平成 12 年度

以降、概ね横ばいの傾向であり、周辺環境基準点の経年変化と概ね同様の傾向を示した。（周辺環境基

準点の経年変化については 9 章を参照） 

 

 

図 6.2-6(1)  経月変化（全燐（T-P）） 
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図 6.2-6(2) 経年変化（全燐（T-P）） 
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6.3 水質（放流水及び内水） 

6.3.1 調査の実施状況 

「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画」に基づく令和 6 年度

の事後調査（水質（放流水及び内水））の実施状況を表 6.3-1 に示す。 
 

表 6.3-1(1) 調査の実施状況（水質（放流水及び内水）その 1） 

  

調査範囲・地点 調査期間等 調査頻度注1

濁度 放流水　　 　１点 令和6年4月1日～ 連続測定注2

水温 令和7年3月31日

水素イオン濃度(pH)

化学的酸素要求量(COD)

溶存酸素量(DO)

全窒素(T-N)

浮遊物質量(SS) 放流水　　 　１点 令和6年 １回／週注2

不揮発性浮遊物質量(ＦSS) 内　 水　　　 １点 4月2、9、16、23、30日

（処理原水） 5月9、14、21、28日

6月4、11、18、25日

7月2、9、16、23、30日

8月6、16、20、27日

9月5、10、17、24日

10月1、8、15、22、29日

11月5、12、19、26日

12月3、10、17、24日

令和7年

1月10、15、21、28日

2月4、13、18、25日

3月4、11、18、25日

水素イオン濃度(pH) 令和6年 １回／月注2

化学的酸素要求量(COD) 4月9日、5月14日、

全窒素(T-N) 6月11日、7月9日、

8月6日、9月10日、

10月8日、11月12日、

12月10日

令和7年

1月15日、2月13日、

3月11日

全燐(T-P) 令和6年 ４回／年注2

n-ヘキサン抽出物質 5月14日、8月6日、 （5月、8月、11月、2月）

大腸菌群数 11月12日

令和7年

2月13日

 2.  4月～6月、8月、12月～3月の一時期については、水処理施設運転停止及び還流運転のため、放流水のデータなし。

調査項目

         センター、平成13 年）で計画されている調査頻度を記載している。

注） 1.  調査頻度は、大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画書（大阪市、大阪湾広域臨海環境整備
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表 6.3-1(2) 調査の実施状況（水質（放流水及び内水）その 2） 

   

調査範囲・地点 調査期間等 調査頻度注1

放流水　　 　１点 放流水 放流水、内水

カドミウム 内　 水　　　 １点　 令和6年 ４回／年注2

全シアン （処理原水） 8月6日、 （5月、8月、11月、2月）

鉛 11月12日

六価クロム 令和7年

砒素 2月13日

総水銀

アルキル水銀 内水

PCB 令和6年

ジクロロメタン 5月14日、8月6日、

四塩化炭素 11月12日

1,2-ジクロロエタン 令和7年

1,1-ジクロロエチレン 2月13日

シス-1,2-ジクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

1,3-ジクロロプロペン

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

セレン

フェノール類

銅

亜鉛

溶解性鉄

溶解性マンガン

全クロム

陰イオン界面活性剤

有機燐

ほう素

ふっ素

1,4-ジオキサン

ダイオキシン類 放流水　　 　１点 放流水 放流水　　 　４回／年注2

内　 水　　　 １点　 令和6年 （5月、8月、11月、2月）

（処理原水） 8月6日、

11月12日

令和7年

2月13日

内　 水 内　 水　　　 ２回／年

令和6年 （8月、2月）

8月6日

令和7年

2月13日

2.  5月は水処理施設還流運転のため、放流水のデータなし。

●健康項目等

アンモニア等（ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、

亜硝酸化合物及び硝酸化合物）

調査項目

        センター、平成13 年）で計画されている調査頻度を記載している。

注）1.  調査頻度は、大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画書（大阪市、大阪湾広域臨海環境整備
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6.3.2 調査方法 

調査方法及び調査地点を表 6.3-2 及び図 6.3-1 に示す。 

 

表 6.3-2(1) 調査（分析）方法（水質（放流水及び内水）その 1） 

調査項目 調査（分析）方法 

水温 JIS K 0102 7.2 

濁度 JIS K 0101 9.4 

浮遊物質量（SS） 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 9 

不揮発性浮遊物質量（FSS） JIS K 0102 14.4 

水素イオン濃度（pH） JIS K 0102 12.1 

化学的酸素要求量（COD） JIS K 0102 17 

全窒素（T-N） JIS K 0102 45 

全燐（T-P） JIS K 0102 46.3 

n-ヘキサン抽出物質 昭和 49 年環境庁告示第 64 号付表 4 

大腸菌群数 昭和 37 年厚生省・建設省令第 1号 別表第 1 

カドミウム（Cd） JIS K 0102 55 

全シアン（CN） JIS K 0102 38 

鉛（Pb） JIS K 0102 54 

六価クロム（Cr6+） JIS K 0102 65.2 

砒素（As） JIS K 0102 61 

総水銀（T-Hg） 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2 

アルキル水銀 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3 

PCB 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4 

ジクロロメタン JIS K 0125 

四塩化炭素 JIS K 0125 

1，2-ジクロロエタン JIS K 0125 

1，1-ジクロロエチレン JIS K 0125 

シス-1，2-ジクロロエチレン JIS K 0125 

1，1，1-トリクロロエタン JIS K 0125 

1，1，2-トリクロロエタン JIS K 0125 

トリクロロエチレン JIS K 0125 

テトラクロロエチレン JIS K 0125 

1，3-ジクロロプロペン JIS K 0125 
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表 6.3-2(2) 調査（分析）方法（水質（放流水及び内水）その 2） 

調査項目 調査（分析）方法 

チウラム 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5 

シマジン 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 

チオベンカルブ 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 

ベンゼン JIS K 0125 

セレン（Se） JIS K 0102 67 

フェノール類 JIS K 0102 28.1 

銅（Cu） JIS K 0102 52 

亜鉛（Zn） JIS K 0102 53 

溶解性鉄（sol-Fe） JIS K 0102 57 

溶解性マンガン（sol-Mn） JIS K 0102 56 

全クロム（T-Cr） JIS K 0102 65.1 

陰ｲｵﾝ界面活性剤（MBAS） JIS K 0102 30.1.1 

有機燐 昭和 49 年環境庁告示第 64 号付表 1 

ほう素 JIS K 0102 47 

ふっ素（F） JIS K 0102 34 

アンモニア等 JIS K 0102-42.6,43.1.3,43.2.6 

硝酸性窒素（NO₃-N） JIS K 0102 43.2 

亜硝酸性窒素（NO₂-N） JIS K 0102 43.1 

1，4-ジオキサン 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 8 

ダイオキシン類 JIS K 0312 
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図 6.3-1 調査地点（水質（放流水及び内水）） 
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6.3.3  調査結果の概要 

【水質（放流水及び内水）】 

○放流水の調査結果（連続測定） 

・pH は、6.3～7.3 の範囲であり、年間を通して放流水の基準値及び管理目標値（5.0 以上 9.0 以下）

の範囲内にあった。 

・COD は、15.6～29.3mg/L（平均値 25.0mg/L）の範囲であり、年間を通して放流水の基準値（90mg/L）

及び管理目標値（40mg/L）を下回っていた。 

・濁度は、0.5～7.3 度(ｶｵﾘﾝ)（平均値 2.9 度(ｶｵﾘﾝ)）の範囲であった。 

・DO は 3.0～10.0mg/L（平均値 6.0mg/L）の範囲であった。 
 

○放流水の調査結果（定期測定） 

・pH は、7.0～7.2 の範囲であり、放流水の基準値及び管理目標値（5.0 以上 9.0 以下）の範囲内にあ

った。 

・COD は、22～31mg/L（平均値 27mg/L）の範囲であり、放流水の基準値（90mg/L）及び管理目標

値（40mg/L）を下回っていた。 

・SS は、報告下限値未満（<1mg/L）～5mg/L（平均値 2mg/L）の範囲であり、放流水の基準値（60mg/L）

及び管理目標値（50mg/L）を下回っていた。 

・T-N は、20～27mg/L（平均値 24mg/L）の範囲であり、放流水の基準値（120mg/L 、日間平均

60mg/L）及び管理目標値（30mg/L）を下回っていた。 

・T-P は、0.02～0.03mg/L（平均値 0.02mg/L）の範囲であり、放流水の基準値（16mg/L、日間平均

8mg/L）及び管理目標値（4mg/L）を下回っていた。 

・n-ﾍｷｻﾝ抽出物質は、いずれも報告下限値未満（<0.5mg/L）であり、放流水の基準値及び管理目標値

（鉱油類含有量 5mg/L、動植物油脂類含有量 30mg/L）を下回っていた。 

・大腸菌群数は、0～7 個/cm3の範囲であり、放流水の基準値及び管理目標値（日間平均 3,000 個/cm3）

を下回っていた。 

・健康項目等については、放流水の基準値及び管理目標値の定められている項目は、いずれも基準を

満たしていた。 
 

○内水の調査結果 

・pH は 7.2～7.9、COD は 29～35mg/L（平均値 31mg/L）、SS は 2～9mg/L（平均値 4mg/L）、T-

N は 33～45mg/L（平均値 38mg/L）、T-P は 0.03～0.08mg/L（平均値 0.05mg/L）、n-ﾍｷｻﾝ抽出物

質はいずれも報告下限値未満（<0.5mg/L）、大腸菌群数は 0～9 個/cm3の範囲であった。 

○全ての測定を通して基準を満たしていた。 
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6.3.4 調査結果 

放流水の連続測定結果は表 6.3-3 に、放流水・内水の定期測定結果は表 6.3-4 に示す。令和 6 年度

については基準値及び管理目標値を達成していた。 
 

表 6.3-3 (1) 放流水の排水基準及び管理目標値との比較（連続測定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6.3-3 (2) 放流水の排水基準及び管理目標値との比較（連続測定） 

 

  

項目

 調査月 平均値 平均値 平均値

0.5 ～ 2.9 1.4 18.0  ～ 23.0 20.6 4.5 ～ 5.2 4.9

－ ～ － －  －  ～  －  － － ～ － －

1.4 ～ 2.0 1.7 28.3  ～ 29.4 28.8 4.6 ～ 4.7 4.7

1.4 ～ 3.1 2.5 29.4  ～ 36.7 33.9 3.1 ～ 4.6 3.9

1.7 ～ 3.5 2.6 35.3  ～ 37.3 36.6 3.0 ～ 3.6 3.2

1.1 ～ 3.7 2.5 31.7  ～ 36.4 34.9 3.6 ～ 4.7 4.0

2.1 ～ 3.8 2.9 22.2  ～ 32.8 26.5 4.6 ～ 8.2 6.5

2.0 ～ 6.1 3.6 16.3  ～ 23.1 19.2 7.5 ～ 10.0 8.6

2.2 ～ 7.3 5.6 12.5  ～ 16.6 14.0 6.3 ～ 7.3 6.7

1.5 ～ 6.1 3.5 6.8  ～ 14.5 9.9 6.8 ～ 7.1 7.0

0.9 ～ 5.0 1.9 7.0  ～ 10.4 8.7 7.1 ～ 8.1 7.5

0.8 ～ 3.7 2.0 8.9  ～ 17.6 12.2 7.6 ～ 9.0 8.5

0.5 ～ 7.3 2.9 6.8  ～ 37.3 22.8 3.0 ～ 10.0 6.0

注）1. 4月～6月、8月、12月～3月の一時期については、水処理施設運転停止及び還流運転のため、放流水のデータなし。

濁度 水温 ＤＯ

［度(ｶｵﾘﾝ)］ ［℃］ ［mg/L］

最小値 ～ 最大値 最小値 ～ 最大値 最小値 ～ 最大値

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年間

区分

項目

 調査月 基準値 管理目標値 基準値 管理目標値

7.0 ～ 7.2 24/24, 100% 24/24, 100% 22.5  ～ 26.1 24.1 24/24, 100% 24/24, 100%

－ ～ － － －  －  ～  － － － －

6.8 ～ 6.9 4/4, 100% 4/4, 100% 23.9  ～ 25.9 25.0 4/4, 100% 4/4, 100%

6.3 ～ 7.2 31/31, 100% 31/31, 100% 16.7  ～ 24.3 21.3 31/31, 100% 31/31, 100%

6.4 ～ 6.9 25/25, 100% 25/25, 100% 15.6  ～ 26.1 20.5 25/25, 100% 25/25, 100%

6.7 ～ 6.8 30/30, 100% 30/30, 100% 21.7  ～ 28.5 25.5 30/30, 100% 30/30, 100%

6.8 ～ 7.2 31/31, 100% 31/31, 100% 22.3  ～ 26.1 24.8 31/31, 100% 31/31, 100%

6.6 ～ 7.2 30/30, 100% 30/30, 100% 24.7  ～ 29.2 27.3 30/30, 100% 30/30, 100%

7.0 ～ 7.1 27/27, 100% 27/27, 100% 24.9  ～ 29.3 27.8 27/27, 100% 27/27, 100%

6.3 ～ 7.1 19/19, 100% 19/19, 100% 25.9  ～ 29.1 27.2 19/19, 100% 19/19, 100%

6.9 ～ 7.2 18/18, 100% 18/18, 100% 25.3  ～ 28.4 26.9 18/18, 100% 18/18, 100%

6.9 ～ 7.3 29/29, 100% 29/29, 100% 24.4  ～ 27.8 26.2 29/29, 100% 29/29, 100%

6.3 ～ 7.3 268/268, 100% 268/268, 100% 15.6  ～ 29.3 25.0 268/268, 100% 268/268, 100%

放流水（連続測定）
ｐＨ［－］ ＣＯＤ［mg/L］

基準値・管理目標値：5.0以上 9.0以下 基準値：90mg/L以下、管理目標値：40mg/L以下

ｍ/ｎ,適合率 ｍ/ｎ,適合率

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

全期間

平均値最小値 ～ 最大値 最小値 ～ 最大値

注）1. m：基準値または管理目標値を満たしているデータ数 n：総データ数を示す。

    2. 放流水の基準値は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を

       定める省令別表第一より抜粋。

    3. 管理目標値は、事後調査計画書における調査結果の評価や対策を実施するために定められたもの。

    4. 4月～6月、8月、12月～3月の一時期については、水処理施設運転停止及び還流運転のため、放流水のデータなし。
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表 6.3-4 (2) 放流水・内水の排水基準及び管理目標値との比較（定期測定） 

 

  

区分

項目 最小値 ～ 最大値 平均値 m/n 基準値（管理目標値） 最小値 ～ 最大値 平均値

カドミウム mg/L <0.005 ～  <0.005  <0.005 3/3 0.03 以下  <0.005 ～  <0.005  <0.005

全シアン mg/L <0.025 ～ 0.12 0.068 3/3 1 以下  <0.025 ～  <0.025  <0.025

鉛 mg/L <0.01 ～  <0.01  <0.01 3/3 0.1 以下  <0.01 ～  <0.01  <0.01

六価クロム mg/L <0.02 ～  <0.02  <0.02 3/3 0.5 以下  <0.02 ～  <0.02  <0.02

砒素 mg/L <0.005 ～  <0.005  <0.005 3/3 0.1 以下  <0.005 ～  <0.005  <0.005

総水銀 mg/L <0.0005 ～  <0.0005  <0.0005 3/3 0.005 以下  <0.0005 ～  <0.0005  <0.0005

アルキル水銀 mg/L 不検出 ～  不検出  不検出 3/3 検出されないこと  不検出 ～  不検出  不検出

ＰＣＢ mg/L <0.0005 ～  <0.0005  <0.0005 3/3 0.003 以下  <0.0005 ～  <0.0005  <0.0005

ジクロロメタン mg/L <0.002 ～  <0.002  <0.002 3/3 0.2 以下  <0.002 ～  <0.002  <0.002

四塩化炭素 mg/L <0.002 ～  <0.002  <0.002 3/3 0.02 以下  <0.002 ～  <0.002  <0.002

1,2-ジクロロエタン mg/L <0.002 ～  <0.002  <0.002 3/3 0.04 以下  <0.002 ～  <0.002  <0.002

1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002 ～  <0.002  <0.002 3/3 1 以下  <0.002 ～  <0.002  <0.002

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.002 ～  <0.002  <0.002 3/3 0.4 以下  <0.002 ～  <0.002  <0.002

1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.002 ～  <0.002  <0.002 3/3 3 以下  <0.002 ～  <0.002  <0.002

1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.002 ～  <0.002  <0.002 3/3 0.06 以下  <0.002 ～  <0.002  <0.002

トリクロロエチレン mg/L <0.002 ～  <0.002  <0.002 3/3 0.1 以下  <0.002 ～  <0.002  <0.002

テトラクロロエチレン mg/L <0.002 ～  <0.002  <0.002 3/3 0.1 以下  <0.002 ～  <0.002  <0.002

1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.002 ～  <0.002  <0.002 3/3 0.02 以下  <0.002 ～  <0.002  <0.002

チウラム mg/L <0.006 ～  <0.006  <0.006 3/3 0.06 以下  <0.0006 ～  <0.006  <0.006

シマジン mg/L <0.003 ～  <0.003  <0.003 3/3 0.03 以下  <0.0003 ～  <0.003  <0.003

チオベンカルブ mg/L <0.02 ～  <0.02  <0.02 3/3 0.2 以下  <0.002 ～  <0.02  <0.02

ベンゼン mg/L <0.002 ～  <0.002  <0.002 3/3 0.1 以下  <0.002 ～  <0.002  <0.002

セレン mg/L <0.006 ～ 0.039 0.026 3/3 0.1 以下 0.009 ～ 0.043 0.023

フェノール類 mg/L <0.025 ～  <0.025  <0.025 3/3 5 以下  <0.025 ～ 0.032 0.028

銅 mg/L <0.02 ～ 0.07 0.04 3/3 3 以下  <0.02 ～ 0.03 0.02

亜鉛 mg/L 0.02 ～ 0.02 0.02 3/3 2 以下  <0.02 ～ 0.07 0.04

溶解性鉄 mg/L <0.02 ～ 0.14 0.06 3/3 10 以下  <0.02 ～ 0.03 0.02

溶解性マンガン mg/L 0.21 ～ 0.48 0.33 3/3 10 以下 0.21 ～ 0.43 0.33

全クロム mg/L 0.04 ～ 0.05 0.04 3/3 2 以下 0.04 ～ 0.07 0.05

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.05 ～ 0.07 0.06 － － 0.06 ～ 0.09 0.08

有機燐 mg/L <0.05 ～  <0.05  <0.05 3/3 1 以下  <0.05 ～  <0.05  <0.05

ほう素 mg/L 5.4 ～ 5.7 5.5 3/3 230 以下 5.3 ～ 6.2 5.6

ふっ素 mg/L 2.0 ～ 2.3 2.2 3/3 15 以下 2.1 ～ 2.4 2.3

アンモニア等 mg/L 5.3 ～ 8.7 7.5 3/3
200 以下

管理目標値：100以下
12 ～ 15 14

1,4-ジオキサン mg/L <0.005 ～  <0.005  <0.005 3/3 10以下  <0.005 ～  <0.005  <0.005

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.0008 ～ 0.0025 0.0014 3/3 10以下 0.0024 ～ 0.12 0.061

注） 1. m：基準値または管理目標値を満たしているデータ数　n：総データ数を示す。

　　 2. 基準値は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第一（ダイオキシン類についてはダイオキシン類

　　    対策特別措置法施行規則別表第二）より抜粋。管理目標値は、事後調査計画書における調査結果の評価や対策を実施するために定められたもの。

     3. アンモニア等とは「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」である。

　　 4. 5月は水処理施設還流運転のため、放流水のデータなし。

単位

      ［令和6年度（令和6年5月・8月・11月・令和7年2月）］

放流水 内水
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6.3.5 経年変化 

放流水・内水の水質経年変化を図 6.3-2 に示す。T-N については昨年に引き続き内水で高い値がみら

れた。その他の項目については概ね横ばい傾向であり、平成 21 年度以降管理目標（放流水）を継続し

て達成している。 

 

 

図 6.3-2(1)  放流水・内水の水質経年変化（その１）  
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図 6.3-2(2)  放流水・内水の水質経年変化（その 2） 
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6.4  水質（護岸外周（調査地点 19～21）） 

6.4.1 調査の実施状況 

「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画」に基づく令和 6 年度

の事後調査（水質（護岸外周））の実施状況を表 6.4-1 に示す。 
 
 

表 6.4-1 調査の実施状況（水質（護岸外周（調査地点 19～21））） 

  

調査範囲・地点 調査期間等 調査頻度注1

透明度 護岸外周　　３点×２層 令和6年 ４回／年

水温 （護岸から３０ｍ） 5月14日、8月8日、 （5月、8月、11月、2月）

塩分 【１９，２０，２１】 11月21日

浮遊物質量(SS) 　上層：海面下１ｍ 令和7年

不揮発性浮遊物質量(FSS) 　下層：海底面上２ｍ 2月20日

水素イオン濃度(pH)

化学的酸素要求量(COD)

溶存酸素量(DO)

全窒素(T-N)

全燐(T-P)

n-ヘキサン抽出物質 n-ﾍｷｻﾝ抽出物質は上層のみ調査

大腸菌数 大腸菌数は上層のみ調査

護岸外周　　３点×２層 令和6年 ４回／年

カドミウム （護岸から３０ｍ） 5月14日、8月8日、 （5月、8月、11月、2月）

全シアン 【１９，２０，２１】 11月21日

鉛 　上層：海面下１ｍ 令和7年

六価クロム 　下層：海底面上２ｍ 2月20日

砒素

総水銀

アルキル水銀

PCB

ジクロロメタン

四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン

1,1-ジクロロエチレン

シス-1,2-ジクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

1,3-ジクロロプロペン

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

セレン

フェノール類

銅

亜鉛

溶解性鉄

溶解性マンガン

全クロム

陰イオン界面活性剤

有機燐

ほう素

ふっ素

1,4-ジオキサン

クロロエチレン

1,2-ジクロロエチレン

ダイオキシン類 護岸外周　　３点×１層 令和6年 １回／年

（護岸から３０ｍ） 8月8日 （8月）

【１９，２０，２１】

　上層のみ調査

センター、平成13 年）で計画されている調査頻度を記載している。

調査項目

●健康項目等

注） 1. 調査頻度は、大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画書（大阪市、大阪湾広域臨海環境整備

アンモニア等（ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、

亜硝酸化合物及び硝酸化合物）
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6.4.2 調査方法 

調査方法及び調査地点を表 6.4-2 及び図 6.4-1 に示す。 

 

表 6.4-2(1) 調査（分析）方法（水質（護岸外周（調査地点 19～21））その１） 

調査項目 調査（分析）方法 

透明度 海洋観測指針（第 1部） 3.2 

水温 JIS K 0102 7.2 

塩分 海洋観測指針（第 1部） 5.3 

濁度 JIS K 0101 9.4 

浮遊物質量（SS） 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 9 

不揮発性浮遊物質量（FSS） JIS K 0102 14.4 

水素イオン濃度（pH） JIS K 0102 12.1 

化学的酸素要求量（COD） JIS K 0102 17 

溶存酸素量（DO） JIS K 0102 32 

全窒素（T-N） JIS K 0102 45 

全燐（T-P） JIS K 0102 46.3 

クロロフィル a 海洋観測指針（第 1部） 6.3 

n-ヘキサン抽出物質 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 14 

大腸菌数 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 10 

カドミウム（Cd） JIS K 0102 55 

全シアン（CN） JIS K 0102 38 

鉛（Pb） JIS K 0102 54 

六価クロム（Cr6+） JIS K 0102 65.2 

砒素（As） JIS K 0102 61 

総水銀（T-Hg） 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2 

アルキル水銀 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3 

PCB 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4 

ジクロロメタン JIS K 0125 

四塩化炭素 JIS K 0125 

1，2-ジクロロエタン JIS K 0125 

1，1-ジクロロエチレン JIS K 0125 

シス-1，2-ジクロロエチレン JIS K 0125 

1，1，1-トリクロロエタン JIS K 0125 

1，1，2-トリクロロエタン JIS K 0125 

トリクロロエチレン JIS K 0125 

テトラクロロエチレン JIS K 0125 

1，3-ジクロロプロペン JIS K 0125 
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表 6.4-2(2) 調査（分析）方法（水質（護岸外周（調査地点 19～21））その２） 

調査項目 調査（分析）方法 

チウラム 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5 

シマジン 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 

チオベンカルブ 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 

ベンゼン JIS K 0125 

セレン（Se） JIS K 0102 67 

フェノール類 JIS K 0102 28.1 

銅（Cu） JIS K 0102 52 

亜鉛（Zn） JIS K 0102 53 

溶解性鉄（sol-Fe） JIS K 0102 57 

溶解性マンガン（sol-Mn） JIS K 0102 56 

全クロム（T-Cr） JIS K 0102 65.1 

陰ｲｵﾝ界面活性剤（MBAS） JIS K 0102 30.1.1 

有機燐 昭和 49 年環境庁告示第 64 号付表 1 

ほう素 JIS K 0102 47 

ふっ素（F） JIS K 0102 34 

アンモニア等 平成元年環境庁告示第 39 号 

硝酸性窒素（NO₃-N） JIS K 0102 43.2 

亜硝酸性窒素（NO₂-N） JIS K 0102 43.1 

1，4-ジオキサン 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 8 

ダイオキシン類 JIS K 0312 
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図 6.4-1 調査地点（水質（護岸外周（調査地点 19～21））） 
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6.4.3  調査結果の概要 

【水質（護岸外周（調査地点 19～21））】 

○護岸外周の海域 3 地点 2 層で年 4 回実施した生活環境項目及び健康項目等の調査結果を示す。 

・n-ヘキサン抽出物質 

 全ての調査地点において、廃棄物等受入前調査結果と同様に、報告下限値未満（<0.5mg/L）であり、

環境基準を満たしていた。 

・水素イオン濃度（pH） 

 上層で 8.0～8.4、下層で 7.9～8.4 の範囲で、廃棄物等受入前調査結果（上層で 8.0～8.7、下層で 7.8

～8.3）と比較すると、下層が 2 月に全ての地点で調査結果の最大値を上回っていた。最大値を超過し

た調査地点 19～21 は、上層と下層の水温差が小さく、かつ上層および下層ともに溶存酸素量（DO）

が高かったことから、水温躍層が崩壊し、上層と下層の海水が混合したと推察された。よって、本事業

による影響は非常に小さいと考えられる。環境基準値と比較した場合、上層で 67％、下層で 75％の適

合率であった。周辺環境基準点と同程度で、平成 20 年度以降概ね横ばいの傾向を示している。 

・化学的酸素要求量（COD） 

 上層で 1.4～4.6mg/L、下層で 1.3～3.7mg/L の範囲で、廃棄物等受入前調査結果（上層で 2.1～

8.1mg/L、下層で 1.5～3.3mg/L）と比較すると、下層が 2 月に調査結果の最大値を上回る地点があっ

た。最大値を超過した調査地点 19 は、上層と下層の水温差が小さく、かつ上層および下層ともに溶存

酸素量（DO）が高かったことから、水温躍層が崩壊し、上層と下層の海水が混合したと推察された。

よって、本事業による影響は非常に小さいと考えられる。環境基準値と比較した場合、上層で 50％、

下層で 92％の適合率であった。周辺環境基準点と同程度で、平成 20 年度以降概ね横ばいの傾向を示

している。 

・溶存酸素量（DO） 

 上層で6.8～12mg/L、下層で5.2～13mg/Lの範囲で、廃棄物等受入前調査結果（上層で7.5～12mg/L、

下層で 1.9～9.5mg/L）と同程度であった。環境基準値と比較した場合、上層及び下層ともに 100％の

適合率であった。周辺環境基準点と同程度で、平成 20 年度以降概ね横ばいの傾向を示している。 

・全窒素（T-N） 

 上層で 0.17～0.93mg/L、下層で 0.17～0.71mg/L の範囲で、廃棄物等受入前調査結果（上層で 0.40

～1.4mg/L、下層で 0.18～0.79mg/L）と同程度であった。環境基準値と比較した場合、上層で 58％、

下層で 92％の適合率であった。周辺環境基準点と同程度で、平成 20 年度以降概ね横ばいの傾向を示

している。 

・全燐（T-P） 

上層で 0.036～0.11mg/L、下層で 0.032～0.068mg/L の範囲で、廃棄物等受入前調査結果（上層で

0.033～0.18mg/L、下層で 0.014～0.16mg/L）の範囲内であった。環境基準値と比較した場合、上層で

42％、下層で 58％の適合率であった。周辺環境基準点と同程度で、平成 20 年度以降概ね横ばいの傾

向を示している。 

・健康項目等 

基準値の定められている項目は、全ての調査地点において、上層及び下層ともに基準値を満たして

いた。 

○以上の監視結果から、事業による護岸外周の水質への影響は小さいと考えられる。 
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表 6.4-4 調査結果（水質（護岸外周（調査地点 19～21））） 

  

区分

項目 上層 平均値 m/n 下層 平均値 m/n

カドミウム mg/L <0.0003～<0.0003 <0.0003 12/12 <0.0003～<0.0003 <0.0003 12/12 0.003 以下

全シアン mg/L <0.1～<0.1 <0.1 12/12 <0.1～<0.1 <0.1 12/12 検出されないこと

鉛 mg/L <0.002～<0.002 <0.002 12/12 <0.002～<0.002 <0.002 12/12 0.01 以下

六価クロム mg/L <0.002～<0.002 <0.002 12/12 <0.002～<0.002 <0.002 12/12 0.02 以下

砒素 mg/L 0.002～0.004 0.0028 12/12 0.002～0.004 0.003 12/12 0.01 以下

総水銀 mg/L <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 0.0005 以下

アルキル水銀 mg/L 不検出～不検出 不検出 12/12 不検出～不検出 不検出 12/12 検出されないこと

ＰＣＢ mg/L <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 検出されないこと

ジクロロメタン mg/L <0.002～<0.002 <0.002 12/12 <0.002～<0.002 <0.002 12/12 0.02 以下

四塩化炭素 mg/L <0.0002～<0.0002 <0.0002 12/12 <0.0002～<0.0002 <0.0002 12/12 0.002 以下

1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004～<0.0004 <0.0004 12/12 <0.0004～<0.0004 <0.0004 12/12 0.004 以下

1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002～<0.002 <0.002 12/12 <0.002～<0.002 <0.002 12/12 0.1 以下

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004～<0.004 <0.004 12/12 <0.004～<0.004 <0.004 12/12 0.04 以下

1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 1 以下

1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006～<0.0006 <0.0006 12/12 <0.0006～<0.0006 <0.0006 12/12 0.006 以下

トリクロロエチレン mg/L <0.001～<0.001 <0.001 12/12 <0.001～<0.001 <0.001 12/12 0.01 以下

テトラクロロエチレン mg/L <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 0.01 以下

1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002～<0.0002 <0.0002 12/12 <0.0002～<0.0002 <0.0002 12/12 0.002 以下

チウラム mg/L <0.0006～<0.0006 <0.0006 12/12 <0.0006～<0.0006 <0.0006 12/12 0.006 以下

シマジン mg/L <0.0003～<0.0003 <0.0003 12/12 <0.0003～<0.0003 <0.0003 12/12 0.003 以下

チオベンカルブ mg/L <0.002～<0.002 <0.002 12/12 <0.002～<0.002 <0.002 12/12 0.02 以下

ベンゼン mg/L <0.001～<0.001 <0.001 12/12 <0.001～<0.001 <0.001 12/12 0.01 以下

セレン mg/L <0.002～<0.002 <0.002 12/12 <0.002～<0.002 <0.002 12/12 0.01 以下

フェノール類 mg/L <0.005～<0.005 <0.005 - <0.005～<0.005 <0.005 - －

銅 mg/L <0.005～<0.005 <0.005 - <0.005～<0.005 <0.005 - －

亜鉛 mg/L 0.002～0.006 0.004 - 0.002～0.006 0.003 - －

溶解性鉄 mg/L <0.08～<0.08 <0.08 - <0.08～<0.08 <0.08 - －

溶解性マンガン mg/L <0.01～<0.01 <0.01 - <0.01～<0.01 <0.01 - －

全クロム mg/L <0.03～<0.03 <0.03 - <0.03～<0.03 <0.03 - －

陰イオン界面活性剤 mg/L <0.01～<0.01 <0.01 - <0.01～<0.01 <0.01 - －

有機燐 mg/L <0.1～<0.1 <0.1 - <0.1～<0.1 <0.1 - －

ほう素 mg/L 3.2～4.4 3.9 - 3.4～4.7 4.2 -
海域については基準値

は適用しない

ふっ素 mg/L 0.67～1.5 1.0 - 0.81～1.6 1.1 -
海域については基準値

は適用しない

アンモニア等 mg/L <0.09～0.56 0.24 - <0.09～0.40 0.14 - －

1,4-ジオキサン mg/L <0.005～<0.005 <0.005 12/12 <0.005～<0.005 <0.005 12/12 0.05 以下

クロロエチレン mg/L <0.0002～<0.0002 <0.0002 12/12 <0.0002～<0.0002 <0.0002 12/12 0.002 以下

1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004～<0.004 <0.004 12/12 <0.004～<0.004 <0.004 12/12 0.04 以下

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.075～0.091 0.085 3/3 - - - 1pg-TEQ/L以下

注）1. 「上層」及び「下層」の値は、調査地点19～21 における調査結果の最小値と最大値を示す。

    2. m：基準値を満たしているデータ数n：総データ数を示す。

      「大阪湾の水質等に係る生活環境保全目標（大阪府）」、及び一部（ほう素、ふっ素、及びダイオキシン類）については環境基準より抜粋。

    4. アンモニア等とは「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」である。

埋立中調査

（令和6年度）

護岸外周（調査地点19～21）

    3. 基準値は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第二、六価クロム、シス-1,2-ジクロロエチレンについては

単位 基準値
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6.4.4 調査結果 

6.4.4.1 n-ヘキサン抽出物質 

全ての調査地点において環境基準（検出されないこと）を満たしていた。 

調査結果（報告下限値未満（<0.5mg/L））は、廃棄物等受入前調査の結果（報告下限値未満（<0.5mg/L））

と同様であった。 

6.4.4.2 水素イオン濃度（pH） 

経月変化については、上層では 5 月及び 2 月、下層では 2 月に環境基準値（7.8 以上 8.3 以下）の上限

値を上回る地点があり、下層の 2 月は全ての地点で廃棄物等受入前調査結果（7.8～8.3）の最大値を上回

っていた。受入前調査結果の最大値を超過した調査地点においては、上層と下層の水温差が小さく、かつ

上層および下層ともに溶存酸素量（DO）が高かったことから、水温躍層が崩壊し、上層と下層の海水が

混合したと推察された。よって、本事業による影響は非常に小さいと考えられる。周辺環境基準点の経月

変化と概ね同様の傾向であり、濃度範囲も同程度であった。廃棄物等受入前からの経年変化については、

平成 20 年度以降、概ね横ばいの傾向であり、周辺環境基準点の経年変化と概ね同様の傾向を示した。（周

辺環境基準点の経年変化については 9 章を参照） 

 

 

図 6.4-2(1) 経月変化（水素イオン濃度（pH））  
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図 6.4-2(2) 経年変化（水素イオン濃度（pH）） 
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6.4.4.3 化学的酸素要求量（COD） 

経月変化については、上層では 5、8 月及び 2 月に環境基準値（3mg/L）を上回る地点があったが、廃

棄物等受入前調査結果（2.1～8.1mg/L）の最大値を上回る調査結果はなかった。一方、下層では 2 月に

調査地点 19（3.7mg/L）で環境基準値を上回り、廃棄物等受入前調査結果（1.5～3.3mg/L）の最大値も

上回っていた。受入前調査結果の最大値を超過した調査地点においては、上層と下層の水温差が小さく、

かつ上層および下層ともに溶存酸素量（DO）が高かったことから、水温躍層が崩壊し、上層と下層の海

水が混合したと推察された。よって、本事業による影響は非常に小さいと考えられる。また、周辺環境基

準点の経月変化と概ね同様の傾向であり、濃度範囲も同程度であった。廃棄物等受入前からの経年変化に

ついては、平成 20 年度以降、概ね横ばいの傾向であり、周辺環境基準点の経年変化と概ね同様の傾向を

示した。（周辺環境基準点の経年変化については 9 章を参照） 

 

 

図 6.4-3(1) 経月変化（化学的酸素要求量（COD）） 
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図 6.4-3(2) 経年変化（化学的酸素要求量（COD）） 
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6.4.4.4 溶存酸素量（DO） 

経月変化については、上層及び下層ともに年間を通して環境基準（5mg/L 以上）を満たしていた。ま

た、周辺環境基準点の経月変化と概ね同様の傾向であり、濃度範囲も同程度であった。廃棄物等受入前

からの経年変化については、平成 20 年度以降、概ね横ばいの傾向であり、周辺環境基準点の経年変化

と概ね同様の傾向を示した。（周辺環境基準点の経年変化については 9 章を参照） 

 

 

 

図 6.4-4(1) 経月変化（溶存酸素量（DO）） 
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図 6.4-4(2) 経年変化（溶存酸素量（DO）） 
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6.4.4.5 全窒素（T-N） 

経月変化については、上層では年間を通して環境基準値（0.6mg/L）を上回る地点があり、下層では 2

月に環境基準値を上回る地点があった。しかし、上層及び下層ともに年間を通して廃棄物等受入前調査結

果（上層で 0.40～1.4mg/L、下層で 0.18～0.79mg/L）の最大値を上回る調査結果はなかった。また、周

辺環境基準点の経月変化と概ね同様の傾向であり、濃度範囲も同程度であった。廃棄物等受入前からの経

年変化については、平成 20 年度以降、概ね横ばいの傾向であり、周辺環境基準点の経年変化と概ね同様

の傾向を示した。（周辺環境基準点の経年変化については 9 章を参照） 

 

 

 

図 6.4-5(1) 経月変化（全窒素（T-N））  
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図 6.4-5(2) 経年変化（全窒素（T-N）） 
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6.4.4.6 全燐（T-P） 

経月変化については、上層では年間を通して環境基準値（0.05mg/L）を上回る地点があり、下層では

11 月及び 2 月に環境基準値を上回る地点があった。しかし、上層及び下層ともに年間を通して廃棄物等

受入前調査結果（上層で 0.033～0.18mg/L、下層で 0.014～0.16mg/L）の最大値を上回る調査結果はな

かった。また、周辺環境基準点の経月変化と概ね同様の傾向であり、濃度範囲も同程度であった。廃棄

物等受入前からの経年変化については、平成 20 年度以降、概ね横ばいの傾向であり、周辺環境基準点

の経年変化と概ね同様の傾向を示した。（周辺環境基準点の経年変化については 9 章を参照） 

 

 

 

図 6.4-6(1) 経月変化（全燐（T-P））  
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図 6.4-6(2) 経年変化（全燐（T-P）） 
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6.5 水質（処分場周辺（調査地点 13～18）） 

6.5.1 調査の実施状況 

「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画」に基づく令和 6 年度

の事後調査（水質（処分場周辺））の実施状況を表 6.5-1 に示す。 

 

表 6.5-1 調査の実施状況（水質（処分場周辺（調査地点 13～18））） 

 

調査範囲・地点 調査期間等 調査頻度

透明度 ６点（護岸から５００ｍ）×２層 令和6年 ４回／年

水温 【１３，１４，１５，１６，１７，１８】 5月14日、8月8日、 （5月、8月、11月、2月）

塩分 　上層：海面下１ｍ 11月21日

濁度 　下層：海底面上２ｍ 令和7年

浮遊物質量(SS) 2月20日

不揮発性浮遊物質量(FSS)

水素イオン濃度(pH)

化学的酸素要求量(COD)

溶存酸素量(DO)

全窒素(T-N)

全燐(T-P)

クロロフィルa

n-ヘキサン抽出物質 n-ﾍｷｻﾝ抽出物質は上層のみ調査

大腸菌数 大腸菌数は上層のみ調査

カドミウム 令和6年 ２回／年

全シアン 8月8日 （8月、2月）

鉛 令和7年

六価クロム 2月20日

砒素

総水銀

アルキル水銀

PCB

ジクロロメタン

四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン

1,1-ジクロロエチレン

シス-1,2-ジクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

1,3-ジクロロプロペン

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

セレン

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

フェノール類

銅

亜鉛

溶解性鉄

溶解性マンガン

全クロム

陰イオン界面活性剤

有機燐

1,4-ジオキサン

     センター、平成13 年）で計画されている調査頻度を記載している。

調査項目

注) 調査頻度は、大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画書（大阪市、大阪湾広域臨海環境整備
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6.5.2 調査方法 

調査方法及び調査地点を表 6.5-2 及び図 6.5-1 に示す。 

 

表 6.5-2(1) 調査（分析）方法（水質（処分場周辺（調査地点 13～18））その１） 

調査項目 調査（分析）方法 

透明度 海洋観測指針（第 1部） 3.2 

水温 JIS K 0102 7.2 

塩分 海洋観測指針（第 1部） 5.3 

濁度 JIS K 0101 9.4 

浮遊物質量（SS） 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 9 

不揮発性浮遊物質量（FSS） JIS K 0102 14.4 

水素イオン濃度（pH） JIS K 0102 12.1 

化学的酸素要求量（COD） JIS K 0102 17 

溶存酸素量（DO） JIS K 0102 32 

全窒素（T-N） JIS K 0102 45 

全燐（T-P） JIS K 0102 46.3 

クロロフィル a 海洋観測指針（第 1部） 6.3 

n-ヘキサン抽出物質 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 14 

大腸菌数 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 10 

カドミウム（Cd） JIS K 0102 55 

全シアン（CN） JIS K 0102 38 

鉛（Pb） JIS K 0102 54 

六価クロム（Cr6+） JIS K 0102 65.2 

砒素（As） JIS K 0102 61 

総水銀（T-Hg） 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2 

アルキル水銀 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3 

PCB 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4 

ジクロロメタン JIS K 0125 

四塩化炭素 JIS K 0125 

1，2-ジクロロエタン JIS K 0125 

1，1-ジクロロエチレン JIS K 0125 

シス-1，2-ジクロロエチレン JIS K 0125 

1，1，1-トリクロロエタン JIS K 0125 

1，1，2-トリクロロエタン JIS K 0125 

トリクロロエチレン JIS K 0125 

テトラクロロエチレン JIS K 0125 

1，3-ジクロロプロペン JIS K 0125 
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表 6.5-2(2) 調査（分析）方法（水質（処分場周辺（調査地点 13～18））その２） 

調査項目 調査（分析）方法 

チウラム 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5 

シマジン 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 

チオベンカルブ 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 

ベンゼン JIS K 0125 

セレン（Se） JIS K 0102 67 

フェノール類 JIS K 0102 28.1 

銅（Cu） JIS K 0102 52 

亜鉛（Zn） JIS K 0102 53 

溶解性鉄（sol-Fe） JIS K 0102 57 

溶解性マンガン（sol-Mn） JIS K 0102 56 

全クロム（T-Cr） JIS K 0102 65.1 

陰ｲｵﾝ界面活性剤（MBAS） JIS K 0102 30.1.1 

有機燐 昭和 49 年環境庁告示第 64 号付表 1 

ほう素 JIS K 0102 47 

ふっ素（F） JIS K 0102 34 

アンモニア等 平成元年環境庁告示第 39 号 

硝酸性窒素（NO₃-N） JIS K 0102 43.2 

亜硝酸性窒素（NO₂-N） JIS K 0102 43.1 

1，4-ジオキサン 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 8 

ダイオキシン類 JIS K 0312 
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図 6.5-1 調査地点（水質（処分場周辺（調査地点 13～18））） 
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6.5.3 調査結果の概要 

【水質（処分場周辺（調査地点 13～18））】 

○処分場周辺の海域 6 地点 2 層で年 4 回実施した生活環境項目及び年 2 回実施した健康項目等の調査結果

を示す。 

・n-ヘキサン抽出物質 

 全ての調査地点において、廃棄物等受入前調査結果と同様に、報告下限値未満（<0.5mg/L）であり、環

境基準を満たしていた。 

・水素イオン濃度（pH） 

 上層で 8.0～8.4、下層で 7.9～8.4 の範囲で、廃棄物等受入前調査結果（上層で 8.0～8.7、下層で 7.8～

8.3）と比較すると、下層が 2 月に調査結果の最大値を上回る地点があった。しかし、最大値を超過した調

査地点は、上層と下層の水温差が小さく、かつ上層および下層ともに溶存酸素量（DO）が高かったこ

とから、水温躍層が崩壊し、上層と下層の海水が混合したと推察された。よって、本事業による影響は

非常に小さいと考えられる。環境基準値と比較した場合、上層で 63％、下層で 79％の適合率であった。

周辺環境基準点と同程度で、平成 20 年度以降概ね横ばいの傾向を示している。 

・化学的酸素要求量（COD） 

 上層で 1.5～5.0mg/L、下層で 1.2～3.3mg/L の範囲で、廃棄物等受入前調査結果（上層で 2.1～8.1mg/L、

下層で 1.5～3.3mg/L）と同程度であった。環境基準値と比較した場合、上層で 58％、下層で 92％の適合率

であった。周辺環境基準点と同程度で、平成 20 年度以降概ね横ばいの傾向を示している。 

・溶存酸素量（DO） 

 上層で 7.0～13mg/L、下層で 5.2～12mg/L の範囲で、廃棄物等受入前調査結果（上層で 7.5～12mg/L、

下層で 1.9～9.5mg/L）と同程度であった。環境基準値と比較した場合、上層で 100％、下層で 100％の適

合率であった。周辺環境基準点と同程度で、平成 20 年度以降概ね横ばいの傾向を示している。 

・全窒素（T-N） 

 上層で 0.21～0.78mg/L、下層で 0.16～0.58mg/L の範囲で、廃棄物等受入前調査結果（上層で 0.40～

1.4mg/L、下層で 0.18～0.79mg/L）と同程度であった。環境基準値と比較した場合、上層で 71％、下層で

100％の適合率であった。周辺環境基準点と同程度で、平成 20 年度以降概ね横ばいの傾向を示している。 

・全燐（T-P） 

上層で 0.030～0.12mg/L、下層で 0.029～0.053mg/L の範囲で、廃棄物等受入前調査結果（上層で 0.033

～0.18mg/L、下層で 0.014～0.16mg/L）と同程度であった。環境基準値と比較した場合、上層で 46％、下

層で 83％の適合率であった。周辺環境基準点と同程度で、平成 20 年度以降概ね横ばいの傾向を示してい

る。 

・健康項目等 

基準値の定められている項目は、全ての調査地点において、上層及び下層ともに基準値を満たしていた。 

○以上の監視結果から、事業による処分場周辺の水質への影響は小さいと考えられる。 
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表 6.5-4 調査結果（水質（処分場周辺（調査地点 13～18））） 

   

区分

項目 上層 平均値 m/n 下層 平均値 m/n

カドミウム mg/L <0.0003～<0.0003 <0.0003 12/12 <0.0003～<0.0003 <0.0003 12/12 0.003 以下

全シアン mg/L <0.1～<0.1 <0.1 12/12 <0.1～<0.1 <0.1 12/12 検出されないこと

鉛 mg/L <0.002～<0.002 <0.002 12/12 <0.002～<0.002 <0.002 12/12 0.01 以下

六価クロム mg/L <0.002～<0.002 <0.002 12/12 <0.002～<0.002 <0.002 12/12 0.02 以下

砒素 mg/L 0.002～0.004 0.003 12/12 0.002～0.004 0.003 12/12 0.01 以下

総水銀 mg/L <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 0.0005 以下

アルキル水銀 mg/L 不検出～不検出 不検出 12/12 不検出～不検出 不検出 12/12 検出されないこと

ＰＣＢ mg/L <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 検出されないこと

ジクロロメタン mg/L <0.002～<0.002 <0.002 12/12 <0.002～<0.002 <0.002 12/12 0.02 以下

四塩化炭素 mg/L <0.0002～<0.0002 <0.0002 12/12 <0.0002～<0.0002 <0.0002 12/12 0.002 以下

1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004～<0.0004 <0.0004 12/12 <0.0004～<0.0004 <0.0004 12/12 0.004 以下

1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002～<0.002 <0.002 12/12 <0.002～<0.002 <0.002 12/12 0.1 以下

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004～<0.004 <0.004 12/12 <0.004～<0.004 <0.004 12/12 0.04 以下

1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 1 以下

1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006～<0.0006 <0.0006 12/12 <0.0006～<0.0006 <0.0006 12/12 0.006 以下

トリクロロエチレン mg/L <0.001～<0.001 <0.001 12/12 <0.001～<0.001 <0.001 12/12 0.01 以下

テトラクロロエチレン mg/L <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 <0.0005～<0.0005 <0.0005 12/12 0.01 以下

1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002～<0.0002 <0.0002 12/12 <0.0002～<0.0002 <0.0002 12/12 0.002 以下

チウラム mg/L <0.0006～<0.0006 <0.0006 12/12 <0.0006～<0.0006 <0.0006 12/12 0.006 以下

シマジン mg/L <0.0003～<0.0003 <0.0003 12/12 <0.0003～<0.0003 <0.0003 12/12 0.003 以下

チオベンカルブ mg/L <0.002～<0.002 <0.002 12/12 <0.002～<0.002 <0.002 12/12 0.02 以下

ベンゼン mg/L <0.001～<0.001 <0.001 12/12 <0.001～<0.001 <0.001 12/12 0.01 以下

セレン mg/L <0.002～<0.002 <0.002 12/12 <0.002～<0.002 <0.002 12/12 0.01 以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L <0.08～0.29 0.18 12/12 <0.08～0.29 0.13 12/12 10 以下

フェノール類 mg/L <0.005～<0.005 <0.005 － <0.005～<0.005 <0.005 － －

銅 mg/L <0.005～<0.005 <0.005 － <0.005～<0.005 <0.005 － －

亜鉛 mg/L 0.002～0.005 0.004 － 0.001～0.014 0.004 － －

溶解性鉄 mg/L <0.08～<0.08 <0.08 － <0.08～<0.08 <0.08 － －

溶解性マンガン mg/L <0.01～<0.01 <0.01 － <0.01～<0.01 <0.01 － －

全クロム mg/L <0.03～<0.03 <0.03 － <0.03～<0.03 <0.03 － －

陰イオン界面活性剤 mg/L <0.01～<0.01 <0.01 － <0.01～<0.01 <0.01 － －

有機燐 mg/L <0.1～<0.1 <0.1 － <0.1～<0.1 <0.1 － －

1,4-ジオキサン mg/L <0.005～<0.005 <0.005 12/12 <0.005～<0.005 <0.005 12/12 0.05 以下

注）1. 「上層」及び「下層」の値は、調査地点13～18 における調査結果の最小値と最大値を示す。

    2. m：基準値を満たしているデータ数n：総データ数を示す。

    3. 基準値は環境基準値を示す。

埋立中調査

（令和6年度）

処分場周辺（調査地点13～18）
単位 基準値
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6.5.4 調査結果 

6.5.4.1 n-ヘキサン抽出物質 

全ての調査地点において環境基準（検出されないこと）を満たしていた。 

調査結果（報告下限値未満（<0.5mg/L））は、廃棄物等受入前調査の結果（報告下限値未満（<0.5mg/L））

と同様であり、平成 21 年度以降、報告下限値未満が継続している。 

6.5.4.2 水素イオン濃度（pH） 

経月変化については、上層では 5 月及び 2 月、下層では 2 月に環境基準（7.8 以上 8.3 以下）の上限値

を上回る地点があり、下層の 2 月は廃棄物等受入前調査結果（8.0～8.7）の最大値を上回っていた。受入

前調査結果の最大値を超過した調査地点においては、上層と下層の水温差が小さく、かつ上層および下層

ともに溶存酸素量（DO）が高かったことから、水温躍層が崩壊し、上層と下層の海水が混合したと推察

された。よって、本事業による影響は非常に小さいと考えられる。また、周辺環境基準点の経月変化と概

ね同様の傾向であり、濃度範囲も同程度であった。廃棄物等受入前からの経年変化については、平成 20

年度以降、概ね横ばいの傾向であり、周辺環境基準点の経年変化と概ね同様の傾向を示した。（周辺環境

基準点の経年変化については 9 章を参照） 

 

 

図 6.5-2(1) 経月変化（水素イオン濃度（pH））  
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図 6.5-2(2) 経年変化（水素イオン濃度（pH）） 
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6.5.4.3 化学的酸素要求量（COD） 

経月変化については、上層では 5 月、8 月及び 2 月、下層では 2 月に環境基準値（3mg/L）を上回る地

点があったが、廃棄物等受入前調査結果（上層で 2.1～8.1mg/L、下層で 1.5～3.3mg/L）の最大値を上回

る調査結果はなかった。また、周辺環境基準点の経月変化と概ね同様の傾向であり、濃度範囲も同程度で

あった。廃棄物等受入前からの経年変化については、平成 20 年度以降、概ね横ばいの傾向であり、周辺

環境基準点の経年変化と概ね同様の傾向を示した。（周辺環境基準点の経年変化については 9 章を参照） 

 

 

 

図 6.5-3(1) 経月変化（化学的酸素要求量（COD））  
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図 6.5-3(2) 経年変化（化学的酸素要求量（COD）） 
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6.5.4.4 溶存酸素量（DO） 

経月変化については、上層及び下層ともに年間を通して環境基準（5mg/L 以上）を満たしていた。ま

た、周辺環境基準点の経月変化と概ね同様の傾向であり、濃度範囲も同程度であった。廃棄物等受入前か

らの経年変化については、平成 20 年度以降、概ね横ばいの傾向であり、周辺環境基準点の経年変化と概

ね同様の傾向を示した。（周辺環境基準点の経年変化については 9 章を参照） 

 

 

図 6.5-4(1) 経月変化（溶存酸素量（DO）） 
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図 6.5-4(2) 経年変化（溶存酸素量（DO）） 
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6.5.4.5 全窒素（T-N） 

経月変化については、上層では 5 月、8 月及び 11 月で環境基準値（0.6mg/L）を上回る地点があった

が、廃棄物等受入前調査結果（0.40～1.4mg/L）の最大値を上回る調査結果はなかった。下層では年間

を通して環境基準値を下回っていた。周辺環境基準点の経月変化と概ね同様の傾向であり、濃度範囲も

同程度であった。廃棄物等受入前からの経年変化については、平成 20 年度以降、概ね横ばいの傾向で

あり、周辺環境基準点の経年変化と概ね同様の傾向を示した。（周辺環境基準点の経年変化については 9

章を参照） 

 

  

図 6.5-5(1) 経月変化（全窒素（T-N）） 

  



6-5-15 

 

図 6.5-5(2) 経年変化（全窒素（T-N）） 
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6.5.4.6 全燐（T-P） 

経月変化については、上層では年間を通して環境基準値（0.05mg/L）を上回る地点があり、下層では

8 月、11 月及び 2 月に環境基準値を上回る地点があったが、廃棄物等受入前調査結果（上層で 0.033～

0.18mg/L、下層で 0.014～0.16mg/L）の最大値を上回る調査結果はなかった。また、周辺環境基準点の

経月変化と概ね同様の傾向であり、濃度範囲も同程度であった。廃棄物等受入前からの経年変化につい

ては、平成 20 年度以降、概ね横ばいの傾向であり、周辺環境基準点の経年変化と概ね同様の傾向を示

した。（周辺環境基準点の経年変化については 9 章を参照） 

 

 

 

図 6.5-6(1) 経月変化（全燐（T-P）） 
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図 6.5-6(2) 経年変化（全燐（T-P）） 
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6.6 底質 

6.6.1 調査の実施状況 

「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画」に基づく令和 6 年度

の事後調査（底質）の実施状況を表 6.6-1 及び表 6.6-2 に示す。 

 

表 6.6-1 調査の実施状況（底質（一般項目（調査地点 2～5））） 

 

 

  

調査範囲・地点 調査期間等 調査頻度

粒度組成 ４点（表層土） 令和6年 ２回／年

含水率 【２，３，４，５】 8月8日 （8月、2月）

強熱減量 令和7年

化学的酸素要求量(COD) 2月20日

硫化物

全窒素(T-N)

全燐(T-P)

酸化還元電位

     センター、平成13 年）で計画されている調査頻度を記載している。

調査項目

注) 調査頻度は、大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画書（大阪市、大阪湾広域臨海環境整備
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表 6.6-2 調査の実施状況（底質（処分場周辺（調査地点 15））） 

 

  

調査範囲・地点 調査期間等 調査頻度

１点（表層土） 令和6年 ２回／年

粒度組成 【１５】 8月8日 （8月、2月）

含水率 令和7年

強熱減量 2月20日

化学的酸素要求量(COD)

硫化物

全窒素(T-N)

全燐(T-P)

酸化還元電位

アルキル水銀

総水銀

カドミウム

鉛

有機燐

六価クロム

砒素

シアン

PCB

銅

亜鉛

ふっ化物

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ベリリウム

クロム

ニッケル

バナジウム

有機塩素化合物

ジクロロメタン

四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン

1,1-ジクロロエチレン

シス-1,2-ジクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン

1,3-ジクロロプロペン

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

セレン

     センター、平成13 年）で計画されている調査頻度を記載している。

注) 調査頻度は、大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画書（大阪市、大阪湾広域臨海環境整備

●有害項目＜含有量試験＞

●一般項目

調査項目
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6.6.2 調査方法 

調査方法及び調査地点を表 6.6-3、表 6.6-4 及び図 6.6-1、図 6.6-2 に示す。 

 

表 6.6-3 調査（分析）方法（底質（一般項目（調査地点 2～5））） 

調査項目 調査（分析）方法 

粒度組成 JIS A 1204 

含水率 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 4.1 

強熱減量 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 4.2 

化学的酸素要求量（COD） 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 4.7 

硫化物 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 4.6 

全窒素 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 4.8.1 

全燐 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 4.9.1 

酸化還元電位（ORP） 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 4.5 
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表 6.6-4 調査（分析）方法（底質（処分場周辺（調査地点 15））） 

調査項目 調査（分析）方法 

アルキル水銀 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 5.14.2 

総水銀 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 5.14.1 

カドミウム 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 5.1 

鉛 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 5.2 

有機燐 昭和 49 年環境庁告示第 64 号付表 1 

六価クロム 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 5.12.3 

砒素 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 5.9 

シアン 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 4.11 

PCB 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 6.4 

銅 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 5.3 

亜鉛 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 5.4 

ふっ化物 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 4.12.1 

トリクロロエチレン 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 6.1 

テトラクロロエチレン 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 6.1 

ベリリウム 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 5.15 

クロム 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 5.12.1 

ニッケル 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 5.7 

バナジウム 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 5.16 

有機塩素化合物 昭和 48 年環境庁告示第 14 号別表 1 

ジクロロメタン 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 6.1 

四塩化炭素 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 6.1 

1，2-ジクロロエタン 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 6.1 

1，1-ジクロロエチレン 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 6.1 

シス-1，2-ジクロロエチレン 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 6.1 

1，1，1-トリクロロエタン 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 6.1 

1，1，2-トリクロロエタン 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 6.1 

1，3-ジクロロプロペン 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 6.1 

チウラム 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5 

シマジン 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ.6.2.1 

チオベンカルブ 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ.6.2.1 

ベンゼン 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 6.1 

セレン 底質調査方法（平成 24年環境省） Ⅱ 5.10 
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図 6.6-1 調査地点（底質（一般項目（調査地点 2～5））） 
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図 6.6-2 調査地点（底質（処分場周辺（調査地点 15））） 



6-6-7 

6.6.3  調査結果の概要 

 

【底質（一般項目（調査地点 2～5））（処分場周辺（調査地点 15））】 

○事業地周辺の海域 4 地点（一般項目（調査地点 2～5））及び処分場周辺 1 地点（調査地点 15）で

年 2 回実施した一般項目及び有害項目の調査結果を示す。 

 

・海域 4 地点及び処分場周辺 1 地点における化学的酸素要求量（COD）、硫化物、全窒素（T-N）、

全燐（T-P）については、事業実施前調査結果及び周辺環境基準点と同程度であり、平成 14 年度以

降概ね横ばいで推移していた。 

・処分場周辺 1 地点における総水銀は 0.48～0.53mg/kg 乾泥であり、生活環境保全目標値 25mg/kg

乾泥を下回っていた。 

・処分場周辺 1 地点における PCB は報告下限値未満（<0.01mg/kg 乾泥）～0.02mg/kg 乾泥であり、

生活環境保全目標値 10mg/kg 乾泥を下回っていた。 

 

○以上の監視結果から、事業による周辺海域の底質への影響は小さいと考えられる。 

 

 

表 6.6-5 事業実施前調査との比較（一般項目（調査地点 2～5）） 

 

  

（単位：mg/g 乾泥）

区分

項目

化学的酸素要求（COD） 25 ～ 31 29 ～ 31 31 ～ 34 26 ～ 35 10 ～ 36 18 ～ 37

硫化物 0.3 ～ 0.5 0.4 ～ 0.6 0.10 ～ 0.40 0.29 ～ 0.55 <0.01 ～ 0.78 0.09 ～ 0.75

全窒素（T-N） 1.6 ～ 2.4 2.0 ～ 2.6 1.6 ～ 2.3 2.3 ～ 2.5 0.87 ～ 2.5 1.5 ～ 2.1

全燐（T-P） 0.59 ～ 0.80 0.49 ～ 0.90 0.56 ～ 0.62 0.57 ～ 0.85 0.38 ～ 0.66 0.36 ～ 0.55

注) 1.上記の値は、調査地点別調査結果の最小値と最大値を示す。

    2.平成28年度、30年度、令和元年度、3年度～4年度、令和6年度は環境基準点C-3における調査が行われていないため、令和5年度までの測定結果と比較する。

令和6年毎2月）
※ 全窒素及び全燐に

ついては平成13年8月

から

※ 全窒素及び全燐に

ついては平成14年2月

～平成18年2月まで

環境基準点C-3

（平成11年 ～ （平成12年 ～

令和5年毎8月）

埋立中調査（令和6年度）

（令和6年8月） （令和7年2月）

事業実施前調査

（平成10年2月）（平成5年2月）
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表 6.6-6 廃棄物等受入前調査及び生活環境保全目標値との比較（処分場周辺（調査地点 15）） 

 

 

 

  

区分

項目 （令和6年8月） （令和7年2月）

含水率 % 67      70      58.2    58.9    59.9    －

強熱減量 % 11      10.2    10.5    9.7    11.0    －

化学的酸素要求量（COD） mg/g乾泥 28      27      35      20      32      －

硫化物 mg/g乾泥 0.5    0.5    0.29   0.24   0.54   －

全窒素（T-N） mg/g乾泥 2.3    2.0    2.5    2.7    2.9    －

全燐（T-P） mg/g乾泥 0.67   0.59   0.57   1.1    0.55   －

酸化還元電位 mV   -250      -350      -87      210      14      －

アルキル水銀 mg/kg乾泥 <0.01   <0.01   <0.01   <0.01   <0.01   －

総水銀 mg/kg乾泥 0.53   0.48   0.74   0.31   0.70   （25）(注2)

カドミウム mg/kg乾泥 0.78   0.72   0.80   0.80   0.72   －

鉛 mg/kg乾泥 56      55      63      58      49      －

有機燐 mg/kg乾泥 <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    －

六価クロム mg/kg乾泥 <2      <2      <2      <2      <2      －

砒素 mg/kg乾泥 11      10      11      11      10      －

シアン mg/kg乾泥 <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    －

PCB mg/kg乾泥 0.02   <0.01   0.02   0.04   0.02   10

銅 mg/kg乾泥 57      55      61      54      54      －

亜鉛 mg/kg乾泥 320      310      370      320      310      －

ふっ化物 mg/kg乾泥 240      280      87      110      110      －

トリクロロエチレン mg/kg乾泥 <0.05   <0.05   <0.05   <0.05   <0.05   －

テトラクロロエチレン mg/kg乾泥 <0.01   <0.01   <0.01   <0.01   <0.01   －

ベリリウム mg/kg乾泥 1.3    1.1    1.6    0.80   0.90   －

クロム mg/kg乾泥 73      70      81      71      70      －

ニッケル mg/kg乾泥 31      43      33      30      32      －

バナジウム mg/kg乾泥 54      52      60      32      56      －

有機塩素化合物 mg/kg乾泥 <4      <4      <4      <4      <4      －

ジクロロメタン mg/kg乾泥 <0.2    <0.2    <0.2    <0.2    <0.2    －

四塩化炭素 mg/kg乾泥 <0.02   <0.02   <0.02   <0.02   <0.02   －

1,2-ジクロロエタン mg/kg乾泥 <0.04   <0.04   <0.04   <0.04   <0.04   －

1,1-ジクロロエチレン mg/kg乾泥 <0.2    <0.2    <0.04   <0.04   <0.2    －

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/kg乾泥 <0.4    <0.4    <0.4    <0.4    <0.4    －

1,1,1-トリクロロエタン mg/kg乾泥 <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    －

1,1,2-トリクロロエタン mg/kg乾泥 <0.06   <0.06   <0.06   <0.06   <0.06   －

1,3-ジクロロプロペン mg/kg乾泥 <0.02   <0.02   <0.02   <0.02   <0.02   －

チウラム mg/kg乾泥 <0.04   <0.04   <0.04   <0.04   <0.04   －

シマジン mg/kg乾泥 <0.03   <0.03   <0.03   <0.03   <0.03   －

チオベンカルブ mg/kg乾泥 <0.2    <0.2    <0.2    <0.2    <0.2    －

ベンゼン mg/kg乾泥 <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    －

セレン mg/kg乾泥 0.6    0.6    0.8    0.8    <1      －

注) 1.大阪湾の水質等に係る生活環境保全目標；大阪府

    2.大阪府では、「底質の暫定除去基準について」（昭和50年10月28日環水管第119号水質保全局長通知）に定める基準に該当しないこととしており、本通知に

      定められている水銀を含む底質の暫定除去基準等は、海域においては次式により算出した値（Ｃ）以上とし、河川及び湖沼においては 25ppm以上とされて

      いるが、ここでは、河川及び湖沼の値 25ppmを準用することとする。

生活環境保全

目標値
(注1)

単位

廃棄物等受入前調査

平成20年8月 平成21年2月 平成21年8月

埋立中調査

令和6年度

ΔＨ 1
Ｃ＝０．１８× × （ｐｐｍ）

Ｊ Ｓ

ΔＨ ＝ 平均潮差（ｍ）
Ｊ ＝ 溶出率
Ｓ ＝ 安全率
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6.6.4 調査結果（一般項目（調査地点 2～5））（処分場周辺（調査地点 15）） 

底質の経年変化（一般項目のうち有機汚濁指標となる項目（化学的酸素要求量（COD）、硫化物、全

窒素（T-N）及び全燐（T-P）））を図 6.6-3 に示す。 

化学的酸素要求量（COD）、硫化物、全窒素（T-N）、全燐（T-P）については、各調査地点とも調査

時期によって変動がみられるものの、経年的には概ね横ばいの傾向にあり、周辺環境基準点でも概ね調

査地点 2～5 及び 15 と同様の傾向がみられた。 

 

 

図 6.6-3 (1) 底質（化学的酸素要求量（COD））の経年変化 

 

 

図 6.6-3 (2) 底質（硫化物）の経年変化  
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図 6.6-3 (3) 底質（全窒素（T-N））の経年変化 

 

 

図 6.6-3 (4) 底質（全燐（T-P））の経年変化 
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6.7  騒音・低周波音 

6.7.1  調査の実施状況 

「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画」に基づく令和 6 年度

の事後調査（騒音・低周波音）の実施状況を表 6.7-1 に示す。 

 

表 6.7-1 調査の実施状況（騒音・低周波音） 

 

 

6.7.2  調査方法 

調査方法及び調査地点を表 6.7-2 及び図 6.7-1 に示す。 

 

表 6.7-2 調査（分析）方法（騒音・低周波音） 

調査項目 調査（分析）方法 

騒音レベル 
JIS Z 8731 及び「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（環境省、

平成 27 年 10 月）に準拠する 

低周波音圧レベル 
「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（環境庁、平成 12 年 10 月）

に準拠する 

 

  

調査範囲・地点 調査期間等 調査頻度

騒音レベル １点（大阪南港野鳥園） 令和6年 ２回／年

低周波音圧レベル 4月18日～19日 （4月、10月）

10月21日～22日

     センター、平成13 年）で計画されている調査頻度を記載している。

調査項目

注) 調査頻度は、大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画書（大阪市、大阪湾広域臨海環境整備
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図 6.7-1 調査地点（騒音・低周波音） 

 

■ 騒音・低周波音調査地点（大阪南港野鳥園） 
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6.7.3  調査結果の概要 

 

【騒音・低周波音】 

○大阪南港野鳥園における令和 6 年度の測定結果を示す。 

 

・騒音レベル（LAeq） 

 4 月は昼間平均値 48dB、夜間平均値 44dB で、10 月は昼間平均値 50dB、夜間平均値 43dB であった。

事業実施前（平成 13 年度）と概ね同程度であり、いずれも環境基準値を下回っていた。 

 

・低周波音圧レベル（L50） 

 埋立作業中の時間帯平均値は 4 月が 71dB、10 月が 71dB であった。4 月、10 月ともに環境影響評価

書における予測結果（73dB）を下回っていた。 

平成 12 年度以降概ね同程度の低周波音圧レベルで推移している。 

○以上の監視結果より、事業による騒音及び低周波音への影響は小さいものと考えられる。 

 

表 6.7-3 事業実施前と調査結果の概要表（騒音・低周波音） 

 

  

区分

項　　目 最小値 ～ 最大値

昼間 42  ～ 55  50  60  

夜間 39  ～ 49  42  50  

低周波音圧レベル

（L 50）［dB］
作業時間帯 67  ～ 74  73（予測値） －

注) 昼間：6:00～22:00、夜間：22:00～6:00、作業時間帯：9:00～18:00

騒音レベル

（L Aeq）［dB］

事業実施前調査
（平成13年度）

環境基準
（地域の類型：Ｃ）

埋立中調査

（令和6年度）
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6.7.4 調査結果 

【騒音】 

4 月は昼間平均値（LAeq）48dB、夜間平均値（LAeq）44dB で、10 月は昼間平均値（LAeq）50dB、夜間

平均値（LAeq）43dB であった。事業実施前（平成 13 年度）とほぼ同程度であり、いずれも環境基準値

を下回っていた。なお、主音源については、昼間は 4 月については鳥の鳴き声、隣接する港湾道路の通

行車両、南港野鳥園周辺の施設（大規模物流拠点の作業音）、野鳥園付近を通過する船舶及び航空機、

10 月については鳥や虫の鳴き声、通行車両、船舶及び周辺施設であった。夜間は 4 月については鳥の

鳴き声、通行車両及び船舶、10 月については虫の鳴き声、通行車両、船舶及び周辺施設であった。 

過年度の調査結果と比較すると、昼間、夜間のいずれも過年度における変動の範囲内であった。 

 

図 6.7-2 過年度調査結果との比較（騒音） 

 

【低周波音】 

埋立作業中の時間帯平均値（L50）は 4 月が 71dB、10 月が 71dB であった。4 月、10 月ともに環境影

響評価書における予測結果（73dB）を下回っていた。 

過年度の調査結果と比較すると、昼間、夜間のいずれも過年度における変動の範囲内であった。 

 

図 6.7-3 過年度調査結果との比較（低周波音） 
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図 6.7-4 低周波音圧レベルの時間推移（4月調査及び 10 月調査） 
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6.8  悪臭 

6.8.1  調査の実施状況 

「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画」に基づく令和 6 年度

の事後調査（悪臭）の実施状況を表 6.8-1 に示す。 

 

表 6.8-1 調査の実施状況（悪臭） 

 

 

6.8.2 調査方法 

調査方法及び調査地点を表 6.8-2 及び図 6.8-1 に示す。 

 

表 6.8-2 調査（分析）方法（悪臭） 

調査項目 調査（分析）方法 

臭気強度 嗅覚測定法マニュアル（平成 14 年 12 月 環境省）準拠 

臭気指数 平成 7 年環境庁告示 63 号 

特
定
悪
臭
物
質
濃
度 

アンモニア 昭和 47 年環境庁告示 9 号 別表第 1 

メチルメルカプタン 

昭和 47 年環境庁告示 9 号 別表第 2 
硫化水素 

硫化メチル 

二硫化メチル 

トリメチルアミン 昭和 47 年環境庁告示 9 号 別表第 3 

アセトアルデヒド 

昭和 47 年環境庁告示 9 号 別表第 4 

プロピオンアルデヒド 

ノルマルブチルアルデヒド 

イソブチルアルデヒド 

ノルマルバレルアルデヒド 

イソバレルアルデヒド 

イソブタノール 昭和 47 年環境庁告示 9 号 別表第 5 

酢酸エチル 
昭和 47 年環境庁告示 9 号 別表第 6 

メチルイソブチルケトン 

トルエン 

昭和 47 年環境庁告示 9 号 別表第 7 スチレン 

キシレン 

プロピオン酸 

昭和 47 年環境庁告示 9 号 別表第 8 
ノルマル酪酸 

ノルマル吉草酸 

イソ吉草酸 
 
 
 

調査範囲・地点 調査期間等 調査頻度

臭気強度 １点（大阪南港野鳥園） 令和6年 ２回／年

臭気指数 8月22日、9月11日 （8月、9月）

特定悪臭物質濃度

     センター、平成13 年）で計画されている調査頻度を記載している。

調査項目

注) 調査頻度は、大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画書（大阪市、大阪湾広域臨海環境整備
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図 6.8-1 調査地点（悪臭） 
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6.8.3  調査結果の概要 

 

【悪臭】 

○大阪南港野鳥園における令和 6 年度の測定結果を示す。 

 

・臭気指数 

 臭気指数は 10 未満であり、事業実施前（平成 13 年度）同様に規制基準値を下回っていた。 

 

・特定悪臭物質（アンモニア等 22 項目） 

 8 月はアンモニアが 0.1ppm 検出されたものの、その他の項目は全て報告下限値未満であり、9 月

は全項目が報告下限値未満であった。 

 

・臭気強度 

 0（無臭）であった。 

 

○以上の監視結果から、事業による悪臭への影響は小さいものと考えられる。 

  

表 6.8-3 調査結果の概要表（悪臭） 

 

 

  

項目
敷地境界線における

規制基準値
単位 8月 9月

特定悪臭物質
（アンモニア等22項目）

― ppm
アンモニア0.1ppm検出

その他全項目下限値未満
全ての項目で
報告下限値未満

臭気指数
10

（大阪市の全域）
― 10未満 10未満

臭気強度
（臭質）

― ―
0

（無臭）
0

（無臭）
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6.8.4  調査結果 

悪臭の調査結果を表 6.8-4 に示す。臭気指数は 10 未満であり、事業実施前（平成 13 年度）同様に規

制基準値を下回っていた。特定悪臭物質（アンモニア等 22 項目）は、8 月にアンモニアが 0.1ppm 検出

されたものの、それ以外の項目は全て報告下限値未満であった。また、9 月には全ての項目でいずれも報

告下限値未満だった。臭気強度については、0（無臭）であった。以上の監視結果から、本事業による周

辺への悪臭の影響は小さいものと考えられた。 
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表 6.8-4 悪臭調査結果（8月調査及び 9月調査） 

 

［令和6年8月・令和6年9月］

調査地点　

基準値

　項目 8月 9月

ｱﾝﾓﾆｱ  0.1 <0.1

ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ <0.0005 <0.0005

硫化水素 <0.001 <0.001

硫化ﾒﾁﾙ <0.001 <0.001

二硫化ﾒﾁﾙ <0.001 <0.001

特　定 ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ <0.001 <0.001

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ <0.005 <0.005

悪　臭 ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ <0.005 <0.005

ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ <0.0009 <0.0009

物　質 ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ <0.002 <0.002

ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ <0.0009 <0.0009

濃　度 ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ <0.0003 <0.0003

ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ <0.09 <0.09

［ppm］ 酢酸ｴﾁﾙ <0.3 <0.3

ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ <0.1 <0.1

ﾄﾙｴﾝ <1 <1

ｽﾁﾚﾝ <0.04 <0.04

ｷｼﾚﾝ <0.1 <0.1

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 <0.0004 <0.0004

ﾉﾙﾏﾙ酪酸 <0.0004 <0.0004

ﾉﾙﾏﾙ吉草酸 <0.0004 <0.0004

ｲｿ吉草酸 <0.0004 <0.0004

0 0 ―

<10 <10 10

無臭 無臭 ―臭　   　質

基準値は悪臭防止法に基づく敷地境界線における規制基準（規制地域：大阪市の区域）。

大阪南港野鳥園

―

臭 気 強 度

臭 気 指 数
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7. 調査結果（廃棄物搬入施設周辺における調査） 

7.1 調査の実施状況 

「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画」に基づく令和 6 年度

の事後調査（廃棄物搬入施設周辺に係る調査）の実施状況を表 7.1-1 に示す。 

 

表 7.1-1(1) 調査の実施状況（廃棄物搬入施設周辺における調査 その 1） 

 

  

調査範囲・地点 調査期間等 調査頻度

大気質 二酸化硫黄(SO2) 搬入ルート沿道 令和6年 １週間×４回／年

窒素酸化物(NO2、NO) 　 大阪基地周辺　　 ：２点 5月9日～15日 （5月、8月、11月、2月）

浮遊粒子状物質(SPM) 　 【№2、3】 8月1日～7日

風向・風速 11月6日～12日

令和7年

2月1日～7日

 　堺基地周辺　　　　：２点 令和6年

 　【№1、2】 5月17日～23日

8月20日～26日

11月14日～20日

令和7年

2月12日～18日

　 泉大津基地周辺　：２点 令和6年

　 【№A、B】 5月24日～30日

8月24日～30日

11月22日～28日

令和7年

2月14日～20日

騒音 道路交通騒音レベル 搬入ルート沿道 ２回／年

　 大阪基地周辺　　 ：２点 令和6年 （操業時間帯に実施）

　 【№2、3】 5月9日、11月6日 （5月、11月）

 　堺基地周辺　　　　：２点 令和6年

 　【№1、2】 5月17日、11月14日

　 泉大津基地周辺　：２点 令和6年

　 【№A、B】 5月24日、11月22日

振動 道路交通振動レベル 搬入ルート沿道 ２回／年

　 大阪基地周辺　　 ：２点 令和6年 （操業時間帯に実施）

　 【№2、3】 5月9日、11月6日 （5月、11月）

 　堺基地周辺　　　　：２点 令和6年

 　【№1、2】 5月17日、11月14日

　 泉大津基地周辺　：２点 令和6年

　 【№A、B】 5月24日、11月22日

調査項目
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表 7.1-1(2) 調査の実施状況（廃棄物搬入施設周辺における調査 その 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査範囲・地点 調査期間等 調査頻度

交通量 廃棄物輸送車 搬入ルート沿道 ４回／年

一般車  　大阪基地周辺　　 ：３点 令和6年 （操業時間帯に実施）

　 【№1、2、4】 5月9日、8月1日、 （5月、8月、11月、2月）

11月6日

令和7年

2月3日

 　堺基地周辺　　　　：４点 令和6年

　 【№1、2、3、4】 5月17日、8月20日、

11月14日

令和7年

2月13日

 　泉大津基地周辺　：３点 令和6年

　 【№A、B、C】 5月24日、8月27日、

11月22日

令和7年

2月14日

悪臭 臭気強度 敷地境界 ２回／年

臭気指数  　大阪基地周辺　　 ：２点(風上、風下) 令和6年 （6月、8月）

　 【№5、6】 6月4日、8月21日

 　堺基地周辺　　　　：２点(風上、風下) 令和6年

　 【№5、6】 6月4日、8月21日

 　泉大津基地周辺　：２点(風上、風下) 令和6年

　 【№D1、D2】 6月4日、8月21日

調査項目



7-3 

7.2 調査方法 

調査方法及び調査地点を表 7.2-1 及び図 7.2-1 に示す。 

 

表 7.2-1(1) 調査方法（廃棄物搬入施設周辺における調査 その 1） 

調査項目 調査（分析）方法 

大気質 

二酸化硫黄 溶液導電率法 

窒素酸化物 オゾンを用いる化学発光法 

浮遊粒子状物質 β線吸収法 

風向・風速 光パルス式風車型風向風速計による 

騒音 騒音レベル 
JIS Z 8731 及び「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（環境

省、平成 27 年 10 月）に準拠する 

振動 振動レベル JIS Z 8735「振動レベル測定方法」に準拠する 

 

 

 

表 7.2-1(2) 調査方法（廃棄物搬入施設周辺における調査 その 2） 

調査項目 調査（分析）方法 

交通量 人手による観測とし、小型車、大型車及び廃棄物搬入車別に分類する。 

悪臭 
臭気強度 嗅覚測定法マニュアル（平成 14年 12 月 環境省）準拠 

臭気指数 平成 7年環境庁告示 63号 
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図 7.2-1 (1) 廃棄物搬入施設周辺における調査地点（大阪基地周辺） 

  

○　大気質調査地点           №2,3  　（2地点）


○　騒音・振動調査地点       №2,3　　（2地点）


○　交通量調査地点           №1,2,4　（3地点）


○　悪臭調査地点        　   №5,6  　（2地点）


N

№1

№2

№5
№6

№3
№4
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図 7.2-1 (2) 廃棄物搬入施設周辺における調査地点（堺基地周辺） 

  

○ 大気質調査地点 №1,2 （2地点）

○ 交通量調査地点 №1,2,3,4 （4地点）

○ 悪臭調査地点 №5,6  （2地点）

堺基地

大
阪

臨
海

線 堺

山
線

狭

N

№4

№1

№2

№3

№6

№5

○ 騒音・振動調査地点 №1,2 （2地点）
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図 7.2-1 (3) 廃棄物搬入施設周辺における調査地点（泉大津基地周辺） 

  

○ 大気質調査地点 №A,B  （2地点）

○ 交通量調査地点 №A,B,C  （3地点）

○ 悪臭調査地点 №D1,D2  （2地点）

○ 騒音・振動調査地点 №A,B （2地点）

N

管理型区画 安定型区画 
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岡
町 

岸
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汐見埠頭 
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7.3 調査結果の概要 

 大気質 

7.3.1.1 結果の概要 

【大気質】 

○令和 6 年度の大気質の測定結果を示す。 

 

・大阪基地周辺 

 大阪池田線沿道の測定点（No.2）及び中島公園近傍の測定点（No.3）では、二酸化硫黄、二酸化窒

素及び浮遊粒子状物質について四季を通じて環境基準値を下回っていた。 

 

・堺基地周辺 

 大阪臨海線沿道の測定点（No.1）及び堺狭山線沿道の測定点（No.2）では、二酸化硫黄、二酸化窒

素及び浮遊粒子状物質について四季を通じて環境基準値を下回っていた。 

 

・泉大津基地周辺 

 大阪臨海線沿道の測定点（No.Ａ）及び泉大津美原線沿道の測定点（No.Ｂ）では、二酸化硫黄、二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質について四季を通じて環境基準値を下回っていた。 

 

○以上の監視結果から、本事業の廃棄物輸送車による大気質への影響は小さいものと考えられる。 
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7.3.1.2 調査結果 

(ア) 大阪基地周辺 

大阪池田線沿道の測定点（No.2）及び中島公園近傍の測定点（No.3）では、二酸化硫黄、二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質について四季（令和 6 年 5 月、8 月、11 月、令和 7 年 2 月、以下同じ）を通じて環

境基準値を下回っていた。よって、本事業の廃棄物輸送車による大気質への影響は小さいと考えられる。 

 

表 7.3.1-1 (1) 大阪池田線沿道の測定点（No.2） 

 

 

表 7.3.1-1 (2) 中島公園近傍の測定点（No.3） 

 

  

項　　目 基　準　値 単位 期間平均値
日平均値
の最高値

1時間値の
最高値

二酸化硫黄

（SO2）
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、か
つ、1時間値が0.1ppm以下であること。

ppm
0.001 ～
0.005

0.006 0.010

二酸化窒素

（NO2）
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまで
のゾーン内又はそれ以下であること。

ppm
0.009 ～
0.012

0.021 0.041

浮遊粒子状物質
（SPM)

1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、

かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
mg/m3

0.007 ～
0.018

0.038 0.070

注）基準値は環境基準。

項　　目 基　準　値 単位 期間平均値
日平均値
の最高値

1時間値の
最高値

二酸化硫黄

（SO2）
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、か
つ、1時間値が0.1ppm以下であること。

ppm
0.003 ～
0.005

0.006 0.012

二酸化窒素

（NO2）
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまで
のゾーン内又はそれ以下であること。

ppm
0.011 ～
0.013

0.022 0.046

浮遊粒子状物質
（SPM)

1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、

かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
mg/m3

0.012 ～
0.028

0.037 0.101

注）基準値は環境基準。
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(イ) 堺基地周辺 

大阪臨海線沿道の測定点（No.1）及び堺狭山線沿道の測定点（No.2）では、二酸化硫黄、二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質について四季を通じて環境基準値を下回っていた。よって本事業の廃棄物輸送車に

よる大気質への影響は小さいと考えられる。 

 

表 7.3.1-2 (1) 大阪臨海線沿道の測定点（No.1） 

 

 

 

表 7.3.1-2 (2) 堺狭山線沿道の測定点（No.2） 

 

  

項　　目 基　準　値 単位 期間平均値
日平均値
の最高値

1時間値の
最高値

二酸化硫黄

（SO2）
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、か
つ、1時間値が0.1ppm以下であること。

ppm
0.004 ～
0.006

0.008 0.011

二酸化窒素

（NO2）
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまで
のゾーン内又はそれ以下であること。

ppm
0.012 ～
0.024

0.035 0.065

浮遊粒子状物質
（SPM)

1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、

かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
mg/m3

0.015 ～
0.018

0.027 0.055

注）基準値は環境基準。

項　　目 基　準　値 単位 期間平均値
日平均値
の最高値

1時間値の
最高値

二酸化硫黄

（SO2）
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、か
つ、1時間値が0.1ppm以下であること。

ppm
0.002 ～
0.005

0.008 0.016

二酸化窒素

（NO2）
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまで
のゾーン内又はそれ以下であること。

ppm
0.012 ～
0.022

0.033 0.056

浮遊粒子状物質
（SPM)

1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、

かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
mg/m3

0.012 ～
0.015

0.026 0.055

注）基準値は環境基準。
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(ウ) 泉大津基地周辺 

大阪臨海線沿道の測定点（No.Ａ）及び泉大津美原線沿道の測定点（No.Ｂ）では、二酸化硫黄、二酸

化窒素及び浮遊粒子状物質について四季を通じて環境基準値を下回っていた。よって本事業の廃棄物輸

送車による大気質への影響は小さいと考えられる。 

 

表 7.3.1-3(1) 大阪臨海線沿道の測定点（No.Ａ） 

 

 

表 7.3.1-3(2) 泉大津美原線沿道の測定点（No.Ｂ） 

 

項　　目 基　準　値 単位 期間平均値
日平均値
の最高値

1時間値の
最高値

二酸化硫黄

（SO2）
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、か
つ、1時間値が0.1ppm以下であること。

ppm
0.002 ～
0.003

0.004 0.008

二酸化窒素

（NO2）
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまで
のゾーン内又はそれ以下であること。

ppm
0.01 ～
0.02

0.030 0.053

浮遊粒子状物質
（SPM)

1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、

かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
mg/m3

0.006 ～
0.012

0.026 0.047

注）基準値は環境基準。

項　　目 基　準　値 単位 期間平均値
日平均値
の最高値

1時間値の
最高値

二酸化硫黄

（SO2）
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、か
つ、1時間値が0.1ppm以下であること。

ppm
0.002 ～
0.004

0.006 0.010

二酸化窒素

（NO2）
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまで
のゾーン内又はそれ以下であること。

ppm
0.007 ～
0.014

0.022 0.049

浮遊粒子状物質
（SPM)

1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、

かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
mg/m3

0.007 ～
0.014

0.019 0.045

注）基準値は環境基準。
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  騒音・振動 

7.3.2.1 結果の概要 

【騒音・振動】 

○令和 6 年度の騒音・振動の測定結果を示す。 

 

・大阪基地周辺（騒音） 

 大阪池田線沿道の測定点（No.2）における騒音レベル（LAeq）は 5 月が 70dB、11 月が 69dB であ

り、中島公園近傍の測定点（No.3）における騒音レベル（LAeq）は 5 月が 58dB、11 月が 57dB であ

った。いずれも環境基準値（No.2：70dB、No.3：65dB）以下であった。 

・大阪基地周辺（振動） 

 大阪池田線沿道の測定点（No.2）における振動レベル（L10）は 5 月、11 月ともに 46dB であり、

中島公園近傍の測定点（No.3）における振動レベル（L10）は 5 月、11 月ともに 38dB であった。い

ずれも道路交通振動の要請限度値（65dB）を下回っていた。 

 

・堺基地周辺（騒音） 

 大阪臨海線沿道の測定点（No.1）における騒音レベル（LAeq）は 5 月、11 月ともに 74dB であり、

いずれも環境基準値（70dB）を上回っていたが、自動車騒音の要請限度値（75dB）を下回ってい

た。主要音源は全時間帯を通じて自動車走行音であったが、廃棄物輸送車の総交通量に占める割合は

5 月が 0.2%、11 月が 0.1%であるため、本事業の廃棄物輸送車による騒音への影響は小さいと考えら

れる。堺狭山線沿道の測定点（No.2）における騒音レベル（LAeq）は 5 月、11 月ともに 65dB であ

り、いずれも環境基準値（70dB）を下回っていた。 

・堺基地周辺（振動） 

 大阪臨海線沿道の測定点（No.1）における振動レベル（L10）は 5 月が 46dB、11 月が 47dB であ

り、堺狭山線沿道の測定点（No.2）における振動レベル（L10）は 5月が 41dB、11月が 40dBであっ

た。いずれも道路交通振動の要請限度値（No.1：65dB、No.2：70dB）を下回っていた。 

 

・泉大津基地周辺（騒音） 

 大阪臨海線沿道の測定点（No.Ａ）における騒音レベル（LAeq）は5月、11月ともに71dBであり、

いずれも環境基準値（70dB）を上回っていたが、自動車騒音の要請限度値（75dB）は下回ってい

た。主要音源は全時間帯を通じて自動車走行音であったが、廃棄物輸送車の総交通量に占める割合は

5 月が 0.0%、11 月が 0.1%であるため、本事業の廃棄物輸送車による騒音への影響は小さいと考えら

れる。泉大津美原線沿道の測定点（No.Ｂ）における騒音レベル（LAeq）は、5 月が 71dB、11 月が

70dB であり、5 月については環境基準値（70dB）を上回っていたが、自動車騒音の要請限度値

（75dB）は下回っており、11 月については環境基準値（70dB）以下であった。主要音源は全時間帯

を通じて自動車走行音であったが、廃棄物輸送車の総交通量に占める割合は 5 月、11 月ともに 0.0%

であるため、本事業の廃棄物輸送車による騒音への影響は小さいと考えられる。 

・泉大津基地周辺（振動） 

 大阪臨海線沿道の測定点（No.Ａ）における振動レベル（L10）は 5 月、11 月ともに 44dB であり、

泉大津美原線沿道の測定点（No.Ｂ）における振動レベル（L10）は 5 月、11 月ともに 38dB であっ

た。いずれも道路交通振動の要請限度値（70dB）を下回っていた。 

○以上の監視結果から、本事業の廃棄物輸送車による騒音、振動の影響は小さいものと考えられる。 
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7.3.2.2 調査結果 

(ア）大阪基地周辺 

・騒音 

大阪池田線沿道の測定点（No.2）の測定日における騒音レベル（LAeq）の平均値は 5 月が 70dB、

11 月が 69dB であり、いずれも環境基準値（70dB）以下であった。 

中島公園近傍の測定点（No.3）における騒音レベル（LAeq）の平均値は 5月が 58dB、11月が 57dB

であり、いずれも環境基準値（65dB）を下回っていた。 

なお、測定点（No.2）において 1 時間値で一部の時間帯（5 月 3 回：70.3～70.4dB）で環境基準値

を超過していた。主要音源は全時間帯を通じて自動車走行音であったが、廃棄物輸送車の総交通量に

占める割合は 5月が 0.1%であるため、本事業の廃棄物輸送車による騒音への影響は小さいと考えられ

る。 

 

・振動 

測定点（No.2）の測定日における振動レベル（L10）は 5 月が 43～49dB（平均 46dB）、11 月が 41

～48dB（平均 46dB）であり、測定点（No.3）では 5 月が 34～39dB（平均 38dB）、11 月が 34～

40dB（平均 38dB）であった。振動レベルは、いずれも要請限度値（65dB）を下回っており、本事業

の廃棄物輸送車による振動への影響は小さいと考えられる。 

 

表 7.3.1-1 騒音・振動調査結果（大阪基地周辺） 

 

  

 No.2（大阪池田線沿道） 準住居
b

(４)
70 75

70
[68.1～70.4]

69
[68.5～69.9]

 No.3（中島公園近傍）
第1種
住居

b
(２)

65 75
58

[55.1～59.9]
57

[54.3～58.9]

 No.2（大阪池田線沿道） 準住居
第1種
(４)

- 65
46

[43～49]
46

[41～48]

 No.3（中島公園近傍）
第1種
住居

第2種
(２)

- 65
38

[34～39]
38

[34～40]

注）測定時間は8時～18時である。

調査結果(dB)
[最小値～最大値]

測定地点
用途
地域

地域
区分

(車線数)

要請
限度値
（dB）

11月

環境
基準値
（dB）

調査項目

振動
レベル

(L 10)

騒音
レベル

（L Aeq)

5月
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(イ）堺基地周辺 

・騒音 

大阪臨海線沿道の測定点（No.1）の測定日における騒音レベル（LAeq）の平均値は 5 月、11 月とも

に 74dB であり、いずれも環境基準値（70dB）を上回っていたが、要請限度値（75dB）を下回って

いた。 

堺狭山線沿道の測定点（No.2）の騒音レベル（LAeq）の平均値は 5 月、11 月ともに 65dB であり、

いずれも環境基準値（70dB）を下回っていた。 

なお、測定点（No.1）において 1 時間値で全ての時間帯（5 月：72.1～74.6dB、11 月：72.3～

74.6dB）で環境基準値を超過していた。主要音源は全時間帯を通じて自動車走行音であったが、廃棄

物輸送車の総交通量に占める割合は 5 月が 0.2%、11 月が 0.1%であるため、本事業の廃棄物輸送車に

よる騒音への影響は小さいと考えられる。 

 

・振動 

測定点（No.1）の測定日における振動レベル（L10）は 5 月が 44～47dB（平均 46dB）、11 月が 43

～48dB（平均 47dB）であり、測定点（No.2）では 5 月が 37～43dB（平均 41dB）、11 月が 38～

42dB（平均 40dB）であった。振動レベルは、いずれも要請限度値（No.1：65dB、No.2：70dB）を

下回っており、本事業の廃棄物輸送車による振動への影響は小さいと考えられる。 

 

表 7.3.1-2  騒音・振動調査結果（堺基地周辺） 

 
 

  

 No.1（大阪臨海線沿道）
第1種
住居

b
(６)

70 75
74

[72.1～74.6]
74

[72.3～74.6]

 No.2（堺狭山線沿道）
近隣
商業

ｃ
(４)

70 75
65

[63.5～66.2]
65

[63.4～66.7]

 No.1（大阪臨海線沿道）
第1種
住居

第1種
(６)

- 65
46

[44～47]
47

[43～48]

 No.2（堺狭山線沿道）
近隣
商業

第2種
(４)

- 70
41

[37～43]
40

[38～42]

注）測定時間は8時～18時である。

環境
基準値
（dB）

測定地点
用途
地域

地域
区分

(車線数)

要請
限度値
（dB）

振動
レベル

(L 10)

騒音
レベル

（L Aeq)

調査項目

調査結果(dB)
[最小値～最大値]

11月5月
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(ウ）泉大津基地周辺 

・騒音 

大阪臨海線沿道の測定点（No.Ａ）の測定日における騒音レベル（LAeq）の平均値は 5 月、11 月と

もに 71dB であり、いずれも環境基準値（70dB）を上回ったが、要請限度値（75dB）を下回ってい

た。 

泉大津美原線沿道の測定点（No.Ｂ）の騒音レベル（LAeq）の平均値は 5 月が 71dB、11 月が 70dB

であり、5 月については環境基準値（70dB）を上回っていたが、自動車騒音の要請限度値（75dB）

は下回っており、11 月については環境基準値（70dB）以下であった。 

なお、測定点（No.Ａ）において 1 時間値でほとんどの時間帯（5 月 9 回：70.1～72.1dB、11 月 9

回：70.3～71.4dB）、測定点（No.Ｂ）において 1 時間値でほとんどの時間帯（5 月 8 回：70.2～

71.8dB、11 月 7 回：70.1～71.8dB）で環境基準値を超過していた。主要音源は全時間帯を通じて自

動車走行音であったが、廃棄物輸送車の総交通量に占める割合は測定点（No.Ａ）の 5 月が 0.0%、11

月が 0.1%、測定点（No.Ｂ）の 5 月、11 月ともに 0.0%であるため、本事業の廃棄物輸送車による騒

音への影響は小さいと考えられる。 

 

・振動 

測定点（No.Ａ）の測定日における振動レベル（L10）は 5月が 42～45dB（平均 44dB）、11 月が 40

～47dB（平均 44dB）であり、測定点（No.Ｂ）では 5 月が 36～41dB（平均 38dB）、11 月が 35～

39dB（平均 38dB）であった。振動レベルは、いずれも要請限度値（70dB）を下回っており、本事業

の廃棄物輸送車による振動への影響は小さいと考えられる。 

 

表 7.3.1-3  騒音・振動調査結果（泉大津基地周辺） 

 
 

 No.A（大阪臨海線沿道） 準工業
ｃ

(６)
70 75

71
[69.7～72.1]

71
[69.9～71.4]

 No.B（泉大津美原線沿道） 準工業
ｃ

(４)
70 75

71
[68.5～71.8]

70
[68.2～71.8]

 No.A（大阪臨海線沿道） 準工業
第2種
(６)

- 70
44

[42～45]
44

[40～47]

 No.B（泉大津美原線沿道） 準工業
第2種
(４)

- 70
38

[36～41]
38

[35～39]

注）測定時間は8時～18時である。

要請
限度値
（dB）

環境
基準値
（dB）

振動
レベル

(L 10)

騒音
レベル

（L Aeq)

調査項目

調査結果(dB)
[最小値～最大値]

5月 11月

測定地点
用途
地域

地域
区分

(車線数)
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 交通量 

7.3.3.1 結果の概要 

【交通量】 

○令和 6 年度の交通量の調査結果を示す。 

 

・大阪基地周辺 

 大阪池田線沿道の測定点（No.1）及び大阪池田線沿道の測定点（No.2）における廃棄物輸送車の

総交通量に占める割合はそれぞれ 0.2～0.3%及び 0.0～0.1%であり、割合がともに低いことから、本

事業の廃棄物輸送車による交通への影響は小さいと考えられる。 

 大阪基地近傍の測定点（No.4）における廃棄物輸送車の総交通量に占める割合は 9.8～17.3%であ

った。 

 

・堺基地周辺 

 大阪臨海線沿道の測定点（No.1）、堺狭山線沿道の測定点（No.2）及び大阪臨海線沿道の測定点

（No.3）における廃棄物輸送車の総交通量に占める割合はそれぞれ 0.1～0.2%、0.0～0.1%及び 0.0～

0.1%であり、いずれも割合が低いことから、本事業の廃棄物輸送車による交通への影響は小さいと考

えられる。 

 堺基地近傍の測定点（No.4）における廃棄物輸送車総交通量に占める割合は 82.9～97.4%であっ

た。 

 

・泉大津基地周辺 

 大阪臨海線沿道の測定点（No.Ａ）及び泉大津美原線沿道の測定点（No.Ｂ）における廃棄物輸送車

の総交通量に占める割合はそれぞれ 0.0～0.1%及び 0.0%であり、割合がともに低いことから、本事業

の廃棄物輸送車による交通への影響は小さいと考えられる。 

 泉大津基地近傍の測定点（No.Ｃ）における廃棄物輸送車の総交通量に占める割合は 0.0～1.3%で

あった。 

 

○以上の監視結果から、本事業の廃棄物輸送車による騒音、振動の影響は小さいものと考えられる。 

 

  



7-16 

7.3.3.2 調査結果 

(ア）大阪基地周辺 

令和 6 年 5 月、8 月、11 月及び令和 7 年 2 月の４回の測定日における廃棄物輸送車総交通量の総交通

量に占める割合は、大阪池田線沿道の測定点（No.1）では 0.2～0.3%の範囲であり、大阪池田線沿道の

測定点（No.2）では 0.0～0.1%の範囲であった。この両地点における本事業の廃棄物輸送車総交通量の

総交通量に占める割合は小さいものと考えられる。 

大阪基地近傍の測定点（No.4）における測定日の廃棄物輸送車総交通量の総交通量に占める割合は、

9.8～17.3%の範囲であった。 

 

表 7.3.3-1 調査結果（交通量（大阪基地周辺）） 

 

注）測定時間は 8 時～18 時（10 時間）である。 

 

  

測定地点 調査項目 単位 ５月 ８月 １１月 ２月

 廃棄物車総交通量 台／10hr 31 26 26 24

 総交通量 台／10hr 11,443 13,100 12,722 11,718

 廃棄物車が

 総交通量に占める割合
% 0.3 0.2 0.2 0.2

 廃棄物車総交通量 台／10hr 6 15 4 6

 総交通量 台／10hr 11,418 11,763 11,530 10,860

 廃棄物車が
 総交通量に占める割合

% 0.1 0.1 0.0 0.1

 廃棄物車総交通量 台／10hr 275 190 144 227

 総交通量 台／10hr 1,589 1,588 1,476 1,607

 廃棄物車が
 総交通量に占める割合

% 17.3 12.0 9.8 14.1

 No.2（大阪池田線沿道）

 No.4（大阪基地近傍）

 No.1（大阪池田線沿道）
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(イ）堺基地周辺 

令和 6 年 5 月、8 月、11 月及び令和 7 年 2 月の４回の測定日における廃棄物輸送車総交通量の総交通

量に占める割合は、大阪臨海線沿道の測定点（No.1）では年間を通して 0.1～0.2%の範囲であり、堺狭

山線沿道の測定点（No.2）では 0.0～0.1%の範囲であり、大阪臨海線沿道の測定点（No.3）では 0.0～

0.1%の範囲であった。これら３地点における本事業の廃棄物輸送車総交通量の総交通量に占める割合は

小さいものと考えられる。 

堺基地近傍の測定点（No.4）における測定日の廃棄物輸送車総交通量の総交通量に占める割合は、

82.9～97.4%の範囲であった。 

 

表 7.3.3-2 調査結果（交通量（堺基地周辺）） 

 

注）測定時間は測定点（No.1）～測定点（No.2）が 8 時～18 時（10 時間）、測定点（No.4）が 8時～

17 時（9 時間）である。 

   測定点（No.1）、（No.2）、（No.3）の廃棄物車数については、泉大津基地への搬入車両を含む。 

  

測定地点 調査項目 単位 ５月 ８月 １１月 ２月

 廃棄物車総交通量 台／10hr 40 24 12 22

 総交通量 台／10hr 22,540 24,450 23,754 22,948

 廃棄物車が
 総交通量に占める割合

% 0.2 0.1 0.1 0.1

 廃棄物車総交通量 台／10hr 8 13 8 6

 総交通量 台／10hr 13,934 14,353 13,616 13,962

 廃棄物車が
 総交通量に占める割合

% 0.1 0.1 0.1 0.0

 廃棄物車総交通量 台／10hr 1 18 15 15

 総交通量 台／10hr 19,495 20,688 21,063 21,327

 廃棄物車が
 総交通量に占める割合

% 0.0 0.1 0.1 0.1

 廃棄物車総交通量 台／9hr 244 211 227 203

 総交通量 台／9hr 280 217 233 245

 廃棄物車が
 総交通量に占める割合

% 87.1 97.2 97.4 82.9

 No.1（大阪臨海線沿道）

 No.4（堺基地近傍）

 No.3（大阪臨海線沿道）

 No.2（堺狭山線沿道）
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(ウ）泉大津基地周辺 

令和 6 年 5 月、8 月、11 月及び令和 7 年 2 月の４回の測定日における廃棄物輸送車総交通量の総交通

量に占める割合は、大阪臨海線沿道の測定点（No.Ａ）では 0.0～0.1%の範囲であり、泉大津美原線沿道

の測定点（No.Ｂ）では 0.0%であった。この両地点における本事業の廃棄物輸送車総交通量の総交通量

に占める割合は小さいものと考えられる。 

泉大津基地近傍の測定点（No.Ｃ）における測定日の廃棄物輸送車総交通量の総交通量に占める割合

は、0.0～1.3%の範囲であった。 

 

表 7.3.3-3 調査結果（交通量（泉大津基地周辺）） 

 

注）測定時間は 8 時～18 時（10 時間）である。 

測定点（No.Ａ）、（No.Ｂ）の廃棄物車数については、堺基地への搬入車両を含む。 

令和 3年 3月末で廃棄物及び浚渫土砂の受入を終了していることから、測定点（No.Ｃ）における

廃棄物車数は陸上残土運搬車数のみを指す。 

 

測定地点 調査項目 単位 ５月 ８月 １１月 ２月

 廃棄物車総交通量 台／10hr 2 27 22 5

 総交通量 台／10hr 24,500 22,305 24,172 23,789

 廃棄物車が

 総交通量に占める割合
% 0.0 0.1 0.1 0.0

 廃棄物車総交通量 台／10hr 2 3 2 3

 総交通量 台／10hr 8,180 7,371 8,240 7,563

 廃棄物車が
 総交通量に占める割合

% 0.0 0.0 0.0 0.0

 廃棄物車総交通量 台／10hr 6 36 10 0

 総交通量 台／10hr 2,940 2,808 3,202 3,270

 廃棄物車が
 総交通量に占める割合

% 0.2 1.3 0.3 0.0

 No.B（泉大津美原線沿道)

 No.C（泉大津基地近傍）

 No.A（大阪臨海線沿道）
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  悪臭 

7.3.4.1 結果の概要 

【悪臭】 

○令和 6 年度の悪臭の調査結果を示す。 

 

・大阪基地周辺 

 両地点とも臭気指数は 10 未満、臭気強度は 0（無臭）であった。 

 

・堺基地周辺 

 両地点とも臭気指数は 10 未満、臭気強度は 0（無臭）であった。 

 

・泉大津基地周辺 

 両地点とも臭気指数は 10 未満、臭気強度は 0（無臭）であった。 

○以上の監視結果から、本事業による悪臭への影響は小さいと考えられる。 
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7.3.4.2 調査結果 

(ア）大阪基地周辺 

臭気指数は、令和 6 年 6 月の測定日では、No.5（風下）、No.6（風上）、8 月の測定日では、No.5（風

上）、No.6（風下）のいずれも 10 未満であり、規制基準値（10）を下回っていた。よって、両地点いず

れについても本事業による悪臭への影響は小さいと考えられる。 

 

表 7.3.4-1 調査結果（悪臭（大阪基地周辺）） 

 

 

(イ）堺基地周辺 

臭気指数は、令和 6 年 6 月、8 月の測定日ともに、No.5（風下）、No.6（風上）のいずれも 10 未満で

あり、規制基準値（10）を下回っていた。よって、両地点いずれについても本事業による悪臭への影響

は小さいと考えられる。 

 

表 7.3.4-2 調査結果（悪臭（堺基地周辺）） 

 

測定地点 項　目
敷地境界線における

規制基準値
（規制地域）

臭気指数
10

（大阪市の全域）
10未満 10未満

臭気強度
（臭質）

－
0

（無臭）
0

（無臭）

臭気指数
10

（大阪市の全域）
10未満 10未満

臭気強度
（臭質）

－
0

（無臭）
0

（無臭）

No.5

No.6

６月 ８月

風下

風上

風上

風下

測定地点 項　目
敷地境界線における

規制基準値
（規制地域）

臭気指数
10

（堺市の全域）
10未満 10未満

臭気強度
（臭質）

－
0

（無臭）
0

（無臭）

臭気指数
10

（堺市の全域）
10未満 10未満

臭気強度
（臭質）

－
0

（無臭）
0

（無臭）

風上

風下

風上

６月 ８月

風下No.5

No.6
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(ウ）泉大津基地周辺 

臭気指数は、令和 6 年 6 月、8 月の測定日ともに、No.Ｄ１（風上）、No.Ｄ２（風下）のいずれも 10

未満であり、指導指針値（10）を下回っていた。よって、両地点いずれについても本事業による悪臭へ

の影響は小さいと考えられる。 

 

表 7.3.4-3 調査結果（悪臭（泉大津基地周辺）） 

 

 

測定地点 項　目
敷地境界線における

規制基準値
（規制地域）

臭気指数
指導指針値10
（泉大津市）

10未満 10未満

臭気強度
（臭質）

－
0

（無臭）
0

（無臭）

臭気指数
指導指針値10
（泉大津市）

10未満 10未満

臭気強度
（臭質）

－
0

（無臭）
0

（無臭）

風下

風上

風下

風上

６月 ８月

No.D1

No.D2
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8. 基準値等 

事業の実施に伴う環境影響の程度の把握については、基本的に事後調査結果を環境基準値や事業実

施前調査結果または評価書に記載されている予測結果等と比較することにより検討を行った。 

放流水の調査結果については、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上

の基準を定める省令別表第一及び事後調査計画書における調査結果の評価や対策を実施するために定

めた管理目標値と比較することにより検討を行った。 

埋立処分場近傍の護岸外周の調査結果については、環境基準値及び一般廃棄物の最終処分場及び産

業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第二と比較することにより検討を行った。 

検討に用いた環境基準値等（本報告関係分）は、次のとおりである。 

 

 

■環境基準値等 

 

【環境基準】 

 

（１）大気質 

 

 

 

 

 

項　　目 基　準　値

二酸化硫黄

（SO2）
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、
1時間値が0.1ppm以下であること。

二酸化窒素

（NO2）
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでの
ゾーン内又はそれ以下であること。

浮遊粒子状物質
（SPM)

1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、

1時間値が0.20mg/m3以下であること。
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（２）水質 

 

②水質（生活環境項目） 

 

 

 

類型 項　　目 基　準　値

水素イオン濃度（pH） 7.8 以上 8.3 以下

化学的酸素要求量（COD） 3mg/L 以下

溶存酸素量（DO） 5mg/L 以上

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分等） 検出されないこと

全窒素（T-N） 0.6mg/L 以下

全燐（T-P） 0.05mg/L 以下

注) 1.水素イオン濃度、化学的酸素要求量、溶存酸素量及びn-ﾍｷｻﾝ抽出物質の基準値は日間平均値、
　全窒素及び全燐の基準値は年間平均値である。
2.化学的酸素要求量の環境基準の評価方法については、次のとおり定められている。
　公共用水域における環境基準（BOD又はCOD）の評価方法について（昭和52年環水管52号）
(1)環境基準の水域類型を指定する際の水質測定結果の評価方法について
　 環境基準の水域類型をあてはめるための水質測定結果については、年間を通じた日間平均値の
　 全データのうち、あてはめようとする類型の基準値を満たしているデータ数の占める割合をも
　 って評価するが、その割合が75%以上ある場合、その基準に適合しているものと評価する。
　 なお、環境基準値と比較して水質の程度を判断する場合は、以下の方法により求めた「75%水
　 質値」を用いるものとする。
　　75%水質値・・・年間の日平均値の全データをその値の小さい者から順に並べ0.75×n番目
　　（nは日間平均値のデータ数）のデータ値をもって75%水質値とする。（0.75×nが整数で
　　ない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。）
(2)環境基準点における水質測定結果の環境基準に対する適合性についての判断方法について
　 環境基準点において、年間を通じて環境基準に適合していたか否かを判断する場合には、(1)
　 と同様に年間を通じた日間平均値の全データのうち75%以上のデータが基準値を満足している
　 基準点を適合しているものと判断する。
(3)複数の環境基準点を持つ水域における水質測定結果の環境基準に対する適合性についての判断
　 方法について
　 これについては、当該環境基準類型あてはめ水域内のすべての環境基準地点において環境基準
　 に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

Ｂ

Ⅲ
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②水質（健康項目等） 

 

 

 

調査項目 基 準 値 生活環境保全目標値注） 報告下限値

カドミウム 0.0003mg/L

全シアン 0.1mg/L

鉛 0.002mg/L

六価クロム 0.002mg/L

砒素 0.001mg/L

総水銀 0.0005mg/L

アルキル水銀 0.0005mg/L

ＰＣＢ 0.0005mg/L

ジクロロメタン 0.002mg/L

四塩化炭素 0.0002mg/L

1,2-ジクロロエタン 0.0004mg/L

1,1-ジクロロエチレン 0.002mg/L

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.004mg/L

1,1,1-トリクロロエタン 0.0005mg/L

1,1,2-トリクロロエタン 0.0006mg/L

トリクロロエチレン 0.001mg/L

テトラクロロエチレン 0.0005mg/L

1,3-ジクロロプロペン 0.0002mg/L

チウラム 0.0006mg/L

シマジン 0.0003mg/L

チオベンカルブ 0.002mg/L

ベンゼン 0.001mg/L

セレン 0.002mg/L

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 0.08mg/L

フェノール類 0.005mg/L

銅 0.005mg/L

亜鉛 0.001mg/L

溶解性鉄 0.08mg/L

溶解性マンガン 0.01mg/L

全クロム 0.03mg/L

陰イオン界面活性剤 0.01mg/L

有機燐 0.1mg/L

1,4-ジオキサン 0.005mg/L

注）生活環境保全目標値は、「大阪湾の水質等に係る生活環境保全目標（大阪府）」を示す。

0.003mg/L以下

検出されないこと

0.01mg/L以下

0.02mg/L以下

0.02mg/L以下

0.002mg/L以下

0.004mg/L以下

0.1mg/L以下

0.01mg/L以下

0.0005mg/L以下

検出されないこと

検出されないこと

0.01mg/L以下

0.002mg/L以下

0.006mg/L以下

0.003mg/L以下

0.04mg/L以下

1mg/L以下

0.006mg/L以下

0.01mg/L以下

－

－

0.05mg/L以下

0.02mg/L以下

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

10mg/L以下

－

－

－

－

－

－
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（３）騒音 

 

①道路に面する地域 

 

 

②道路に面する地域以外の地域 

 

No.2（大阪池田線沿道） 準住居
幹線
道路

（４）
特例 70

No.3（中島公園近傍）
第1種
住居

（２） Ｂ 65

No.1（大阪臨海線沿道）
第1種
住居

幹線
道路

（６）
特例

No.2（堺狭山線沿道）
近隣
商業

幹線
道路

（４）
特例

No.A（大阪臨海線沿道） 準工業
幹線
道路

（６）
特例

No.B（泉大津美原線沿道） 準工業
幹線
道路

（４）
特例

注）1.上表の環境基準は、いずれも昼間の時間の区分にかかるものである。
　　　　（昼間）騒音に係る環境基準値：午前6時から午後10時まで
　　2.地域区分の欄の「幹線道路や」は「道路に面する地域」のうち、「幹線道路を担う
　　　道路に近接する区間」のことである。（　）内は面する道路の車線数である。
　　3.区域区分は以下のとおりである。
　　　　幹線道路を担う道路に近接する空間は特例
　　　　B地域（第1種住居地域）のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

　　4.騒音に係る環境基準はL Aeqによるものである。

用途
地域

測定地点
廃棄物

搬入施設

70

騒音に係る
環境基準値

（dB）

区域
区分

基準

地域
区分

70

大
阪
基
地

堺
基
地

泉
大
津
基
地

昼　間

Ｃ 60デシベル以下

注)1.時間の区分は以下のとおりである。
　　　　昼間：午前6時～午後10時　　夜間：午後10時～午前6時
　 2.騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの
　　 全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。

50デシベル以下

基　準　値地域の
類型 夜　間
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【規制基準等】 

 

（１）水質 

 

① 水質（放流水・生活環境項目） 

 

  

処分場 項　　目 管理目標値

水素イオン濃度（pH） 同左

化学的酸素要求量（COD） 40mg/L 以下

浮遊物質量（SS） 50mg/L 以下

全窒素（T-N） 30mg/L 以下

全燐（T-P） 4mg/L 以下

ノルマルヘキサン抽出物質
含有量（n-ﾍｷｻﾝ抽出物質）

鉱油類含有量
動植物油脂類含有量

： 5mg/L以下
：30mg/L以下

同左

大腸菌群数 同左

注)1.放流水の基準値は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準

　   を定める省令第一より抜粋。

   2.管理目標値は、事後調査計画書における調査結果の評価や対策を実施するために定めたもの。

日間平均3000個/cm3以下

管
理
型
最
終
処
分
場

基　準　値

60mg/L以下

120mg/L（日間平均60mg/L）以下

16mg/L（日間平均8mg/L）以下

5.0以上9.0以下

90mg/L以下
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②水質（放流水・健康項目等） 

 

調査項目 基 準 値注1) 管理目標値注2） 報告下限値

カドミウム 0.005mg/L

全シアン 0.025mg/L

鉛 0.01mg/L

六価クロム 0.02mg/L

砒素 0.005mg/L

総水銀 0.0005mg/L

アルキル水銀 0.0005mg/L

ＰＣＢ 0.0005mg/L

ジクロロメタン 0.002mg/L

四塩化炭素 0.002mg/L

1,2-ジクロロエタン 0.002mg/L

1,1-ジクロロエチレン 0.002mg/L

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.002mg/L

1,1,1-トリクロロエタン 0.002mg/L

1,1,2-トリクロロエタン 0.002mg/L

トリクロロエチレン 0.002mg/L

テトラクロロエチレン 0.002mg/L

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L

チウラム 0.006mg/L

シマジン 0.003mg/L

チオベンカルブ 0.02mg/L

ベンゼン 0.002mg/L

セレン 0.005mg/L

フェノール類 0.025mg/L

銅 0.02mg/L

亜鉛 0.02mg/L

溶解性鉄 0.02mg/L

溶解性マンガン 0.01mg/L

全クロム 0.02mg/L

陰イオン界面活性剤 0.01mg/L

有機燐 0.05mg/L

ほう素 0.01mg/L

ふっ素 0.1mg/L

アンモニア等注3) 200mg/L以下 100mg/L以下 0.3mg/L

1,4-ジオキサン 0.005mg/L

ダイオキシン類
JIS K 0312に
よる

注）1．放流水の基準値は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準

　　　を定める省令別表第一（ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則

　　　別表第二）より抜粋。

　　2．管理目標値は、事後調査計画書における調査結果の評価や対策を実施するために定めたもの。

　　3.「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」を示す。

　　　排水基準値は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量が

　　　200mg/L以下であることを示す。なお、各測定値のいずれもが報告下限値未満（<0.1mg/L）の

　　　場合、合計値は報告下限値未満（<0.3mg/L）とする。各測定値のいずれかが報告下限値以上の

　　　場合は、報告下限値未満の測定値については、報告下限値を測定値として合算を行う。

0.1mg/L以下

10mg/L以下

1mg/L以下

10pg-TEQ/L以下

－

230mg/L以下

15mg/L以下

0.5mg/L以下(既存処分場については
経過措置として10mg/L以下)

5mg/L以下

3mg/L以下

2mg/L以下

2mg/L以下

10mg/L以下

0.2mg/L以下

0.1mg/L以下

0.1mg/L以下

0.02mg/L以下

0.06mg/L以下

0.03mg/L以下

0.02mg/L以下

0.04mg/L以下

1mg/L以下

0.4mg/L以下

3mg/L以下

0.06mg/L以下

0.1mg/L以下

検出されないこと

0.003mg/L以下

0.2mg/L以下

0.03mg/L以下

1mg/L以下

0.1mg/L以下

0.5mg/L以下

0.1mg/L以下

0.005mg/L以下
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③水質（護岸外周） 

 

調査項目 基 準 値注1)
生活環境保全目標値注2） 報告下限値

カドミウム 0.0003mg/L

全シアン 0.1mg/L

鉛 0.002mg/L

六価クロム 0.05mg/L以下 0.02mg/L以下 0.002mg/L

砒素 0.001mg/L

総水銀 0.0005mg/L

アルキル水銀 0.0005mg/L

ＰＣＢ 0.0005mg/L

ジクロロメタン 0.002mg/L

四塩化炭素 0.0002mg/L

1,2-ジクロロエタン 0.0004mg/L

1,1-ジクロロエチレン 0.002mg/L

シス-1,2-ジクロロエチレン － 0.04mg/L以下 0.004mg/L

1,1,1-トリクロロエタン 0.0005mg/L

1,1,2-トリクロロエタン 0.0006mg/L

トリクロロエチレン 0.001mg/L

テトラクロロエチレン 0.0005mg/L

1,3-ジクロロプロペン 0.0002mg/L

チウラム 0.0006mg/L

シマジン 0.0003mg/L

チオベンカルブ 0.002mg/L

ベンゼン 0.001mg/L

セレン 0.002mg/L

フェノール類 0.005mg/L

銅 0.005mg/L

亜鉛 0.001mg/L

溶解性鉄 0.08mg/L

溶解性マンガン 0.01mg/L

全クロム 0.03mg/L

陰イオン界面活性剤 0.01mg/L

有機燐 0.1mg/L

ほう素
海域については基準値

は適用しない
－ 0.02mg/L

ふっ素
海域については基準値

は適用しない
－ 0.08mg/L

アンモニア等注3) 0.09mg/L

1,4-ジオキサン 0.005mg/L

クロロエチレン 0.002mg/L以下 － 0.0002mg/L

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 － 0.004mg/L

ダイオキシン類
JIS K 0312に
よる

注）1.護岸外周の基準値は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準

　　  を定める省令別表第二、及び一部（ほう素、ふっ素及びダイオキシン類）については環境基準

　　  より抜粋。

　　2．生活環境保全目標値は、「大阪湾の水質等に係る生活環境保全目標（大阪府）」を示す。

　　3.「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」を示す。

　　　測定結果は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量とし、

　　　各測定値のいずれもが報告下限値未満（ｱﾝﾓﾆｱ性窒素：<0.01mg/L、亜硝酸性窒素：<0.04mg/L、

　　　硝酸性窒素：<0.04mg/L）の場合、合計値は報告下限値未満（<0.09mg/L）とする。各測定値の

　　　いずれかが報告下限値以上の場合は、報告下限値未満の測定値については、報告下限値を測定値

　　　として合算を行う。

－

         0.003mg/L以下

0.01mg/L以下

－

検出されないこと

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

0.0005mg/L以下

検出されないこと

0.003mg/L以下

検出されないこと

0.02mg/L以下

0.002mg/L以下

0.004mg/L以下

0.1mg/L以下

1mg/L以下

1pg-TEQ/L以下

0.05mg/L以下

－

0.006mg/L以下

0.02mg/L以下

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

－

－

－

－

－

－

0.002mg/L以下

0.006mg/L以下
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（２）底質 

 
 

（３）騒音・振動（要請限度） 

 

調査項目 生活環境保全目標値注)1 報告下限値

総水銀 （25mg/kg乾泥）注)2 0.01mg/kg乾泥

PCB 10mg/kg乾泥 0.01mg/kg乾泥

注)1.大阪湾の水質等に係る生活環境保全目標；大阪府
   2.大阪府では、「底質の暫定除去基準について」（昭和50年10月28日環水管
　　 第119号水質保全局長通知）に定める基準に該当しないこととしており、本
　　 通知に定められている水銀を含む底質の暫定除去基準等は、海域においては
　　 次式により算出した値（Ｃ）以上とし、河川及び湖沼においては25ppm以上
　　 とされているが、ここでは、河川及び湖沼の値25ppmを準用することとする。

ΔＨ＝平均潮差（ｍ）
  Ｊ＝溶出率
　Ｓ＝安全率

 　　　
Ｊ

Δ
Ｃ ppm

S

1H
18.0 

No.2（大阪池田線沿道） 準住居
幹線
道路

（４）

No.3（中島公園近傍）
第1種
住居

（２）

No.1（大阪臨海線沿道）
第1種
住居

幹線
道路

（６）
ｂ 第1種 65

No.2（堺狭山線沿道）
近隣
商業

幹線
道路

（４）
ｃ 第2種 70

No.A（大阪臨海線沿道） 準工業
幹線
道路

（６）
ｃ 第2種

No.B（泉大津美原線沿道） 準工業
幹線
道路

（４）
ｃ 第2種

注)1.上表の環境基準及び要請限度は、いずれも昼間の時間の区分に係るものである。

　　　（昼間）自動車騒音の要請限度　　：　午前6時から午後10時まで

　　　　　　　道路交通振動の要請限度　：　午前6時から午後9時まで

　 2.地域区分の欄の「幹線道路」は「道路に面する地域」のうち、「幹線交通を担う道路に近接する空間」の

　　 ことである。（　）内は面する道路の車線数である。

　 3.区域区分は以下のとおりである。

　　　（自動車騒音の要請限度）ｂ区域（第1種住居地域、準住居地域）のうち車線を有する道路に面する区域

　　　　　　　　　　　　　　　ｃ区域（準工業地域）のうち車線を有する道路に面する区域

　　　（道路交通振動の要請限度）第1種住居地域、準住居地域は第1種区域

　　　　　　　　　　　　　　　　近隣商業地域、準工業地域は第2種区域

　 4.道路交通騒音の要請限度はＬ Aeq、道路交通振動の要請限度はL 10によるものである。

用途
地域

測定地点
廃棄物

搬入施設

道路交通振動の
要請限度
（dB）

区域
区分

限度

地域
区分

自動車騒音の
要請限度
（dB(A)）

区域
区分

限度

70

大
阪
基
地

堺
基
地

泉
大
津
基
地

第1種 65

75

75

ｂ 75
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（４）悪臭 

 

項　目

臭気指数

注）1．悪臭防止法第3条及び第4条の規定に基づく規制地域及び規制基準；大阪市（平成18年1月告示）
　　2．悪臭防止法第3条及び第4条の規定に基づく規制地域及び規制基準；堺市（平成19年11月告示）

　　3．泉大津市悪臭公害防止指導要綱；泉大津市（昭和59年3月公布）
※　なお、大阪府の大気環境に関する生活環境保全目標では、悪臭については「大部分の地域住民が日常生活

　　において感知しない程度」となっている。

基　　準　　値

敷地境界線における規制基準：10

規制地域：大阪市の区域注1)、堺市の区域注2)

　　　　　（泉大津市については、指導指針値注3)の取り扱いである。）
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9. 周辺環境基準点データ 

周辺環境基準点（B-3、C-3及び C-4の 3地点）における事業実施前からの経年変化を以下項目ごと

に示す。 

 

 
図 9.1 調査地点（水質（周辺海域（一般項目：調査地点 1～5）））及び周辺環境基準点 
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【水素イオン濃度（pH）】 

周辺環境基準点における事業実施前からの経年変化については、平成 12年度以降、概ね横ばいの傾

向である。 

 

 

 

 

図 9.1 周辺環境基準点（B-3,C-3,C-4）の経年変化（水素イオン濃度（pH）） 
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【化学的酸素要求量（COD）】 

周辺環境基準点における事業実施前からの経年変化については、平成 12年度以降、概ね横ばいの傾

向である。 

 

 

 

図 9.2 周辺環境基準点（B-3,C-3,C-4）の経年変化（化学的酸素要求量（COD）） 
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【溶存酸素量（DO）】 

周辺環境基準点における事業実施前からの経年変化については、平成 12年度以降、概ね横ばいの傾

向である。 

 

 

 

図 9.3 周辺環境基準点（B-3,C-3,C-4）の経年変化（溶存酸素量（DO）） 
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【全窒素（T-N）】 

周辺環境基準点における事業実施前からの経年変化については、平成 12年度以降、概ね横ばいもし

くは減少傾向である。 

 

 

 

図 9.4 周辺環境基準点（B-3,C-3,C-4）の経年変化（全窒素（T-N）） 
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【全燐（T-P）】 

周辺環境基準点における事業実施前からの経年変化については、平成 12年度以降、概ね横ばいの傾

向である。 

 

 

 

図 9.5 周辺環境基準点（B-3,C-3,C-4）の経年変化（全燐（T-P）） 


